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 審議結果
区　　分 結果 番　　号 議　　　　　件　　　　　名　　　　　等 継続審査・調査・その他

議

案

条例制定
◎ 平成25年議案第57号 七飯町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について 経済産業常任委員会報告
◎ 平成25年議案第58号 七飯町準用河川流水占用料等徴収条例の制定について 経済産業常任委員会報告
◎ 議案第９号 消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

条例改正

◎ 議案第10号 七飯町選挙公報発行条例の一部改正について
◎ 議案第11号 公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例の一部改正について
◎ 議案第12号 七飯町手数料条例の一部改正について
◎ 議案第13号 七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について
◎ 議案第14号 七飯町営住宅の設置条例の一部改正について
◎ 議案第15号 七飯町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正について

予　　算

◎ 議案第１号 平成26年度七飯町一般会計予算
◎ 議案第２号 平成26年度七飯町国民健康保険特別会計予算
◎ 議案第３号 平成26年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算
◎ 議案第４号 平成26年度七飯町介護保険特別会計予算
◎ 議案第５号 平成26年度七飯町下水道事業特別会計予算
◎ 議案第６号 平成26年度七飯町土地造成事業特別会計予算
◎ 議案第７号 平成26年度七飯町水道事業会計予算

補正予算

◎ 議案第19号 平成25年度七飯町一般会計補正予算（第12号）
◎ 議案第20号 平成25年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
◎ 議案第21号 平成25年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第4号）
◎ 議案第22号 平成25年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第4号）
◎ 議案第23号 平成25年度七飯町土地造成事業特別会計補正予算（第2号）
◎ 議案第24号 平成25年度七飯町水道事業会計補正予算（第3号）

そ の 他

◎ 議案第８号 損害賠償の額を定めることについて
◎ 議案第16号 平成25年度七飯町水道事業会計資本剰余金の処分について
◎ 議案第17号 定住自立圏形成協定の締結について
◎ 議案第18号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について
◎ 議案第25号 土地の取得について
◎ 議案第26号 町道路線の認定について
◎ 議案第27号 新幹線関係付道新設工事［1工区］請負契約の一部変更について
◎ 議案第28号 新幹線関係付道新設工事［2工区］請負契約の一部変更について

報　　　告
報告済 報告第１号 町議会の委任による専決処分の報告について
報告済 報告第２号 町議会の委任による専決処分の報告について
報告済 報告第３号 平成26年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について

発
委
案

条例制定 ◎ 発委案第1号 七飯町議会基本条例の制定について
規則改正 ◎ 発委案第2号 七飯町議会会議規則の一部改正について
条例廃止 ◎ 発委案第3号 七飯町議会議員政治倫理条例の廃止について

発 

議 

案
意見書等

◎ 発議案第1号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
◎ 発議案第2号「要支援者への介護予防給付の従来通りの継続」「特別養護老人ホームへの入居を要介護3以上に限定せず従来通りとすること」「利用者負担増の中止」を求める意見書
● 発議案第3号 4月からの消費税増税中止を求める意見書

そ　の　他

報告済 常任委員会報告
報告済 各特別委員会報告
報告済 出納検査報告
報告済 定期監査報告
承　認 閉会中の委員会活動の承認について
◎=全員一致で可決　　○=賛成多数で可決　　●=賛成少数で否決　　×=賛成なしで否決

七飯町議会基本条例を制定

□審議して決まったこと……………………P.22
□監査報告……………………………………P.23
□一般質問……………………………………P.24
□議案審査の結果報告………………………P.25

□常任委員会活動報告………………………P.25
□各特別委員会報告…………………………P.28
□議員出席状況………………………………P.35

　平成26年第１回定例会は、３月６日に招集され、会期
を13日までの８日間と決め開催されました。
　平成26年度一般会計及び各特別会計、水道事業会計の
予算をはじめ、平成25年度各会計補正予算、条例の制定・
一部改正など議案28件、報告３件を審議しました。
　一般質問では３人の議員が質問に立ち、町政に対す
る理事者の考えを質したほか、七飯町学校給食事業に
関する調査特別委員会の最終報告、七飯町議会の改革

に関する調査特別委員会及び七飯町議会防災・災害対
策に関する調査特別委員会の中間報告、総務財政常任
委員会の所管事務調査報告や特別委員会提出議案とし
て、七飯町議会基本条例の制定、七飯町議会会議規則
の一部改正、七飯町議会議員政治倫理条例の廃止、議
員提出議案として国や関係機関へ要請するウイルス性
肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書を
はじめとする２件の意見書を原案どおり可決しました。

平成26年5月
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平
成
26
年
第
１
回
定
例
会

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

条
例
の
制
定

◆
七
飯
町
準
用
河
川
に
係
る
河

川
管
理
施
設
等
の
構
造
の
技
術

的
基
準
を
定
め
る
条
例

　

新
た
に
準
用
河
川
を
指
定
す

る
に
あ
た
っ
て
、
構
造
の
技
術

的
基
準
を
定
め
る
た
め
の
条
例

制
定
。平

成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
準
用
河
川
流
水
占
用

料
等
徴
収
条
例

　

新
た
に
準
用
河
川
を
指
定
す

る
に
あ
た
っ
て
河
川
占
用
物
の

流
水
占
用
料
等
を
定
め
る
た
め

の
条
例
制
定
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例

　

消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
よ
り
消
費
税
率
が

100
分
の
５
か
ら
100
分
の
８
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

関
係
す
る
条
例
の
使
用
料
等
を

改
正
。平

成
26
年
４
月
１
日
施
行

条
例
一
部
改
正

◆
七
飯
町
選
挙
公
報
発
行
条
例

　

選
挙
公
報
の
配
布
に
関
し
、

こ
れ
ま
で
町
内
会
の
協
力
を
得

て
配
布
し
て
い
た
が
、
配
布
困

難
な
状
況
が
生
じ
た
こ
と
か

ら
、
他
の
補
完
措
置
を
設
け
る

た
め
の
改
正
。

施
行
期
日
は
公
布
の
日

◆
公
益
法
人
等
へ
の
七
飯
町
職

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

　

七
飯
町
職
員
の
再
任
用
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
公

共
的
法
人
等
へ
再
任
用
職
員
を

派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
改
正
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
手
数
料
条
例

　

消
費
税
率
が
100
分
の
５
か
ら

100
分
の
８
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
併
せ
て
、
北
海
道
が
手

数
料
条
例
の
見
直
し
を
す
る
こ

と
に
伴
い
、
権
限
移
譲
を
受
け

て
い
る
町
の
手
数
料
条
例
を
改

正
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
介
護
保
険
料
率
の
特

例
に
関
す
る
条
例

　

介
護
保
険
料
等
の
低
所
得
者

の
負
担
軽
減
の
特
例
を
改
正
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
営
住
宅
の
設
置
条
例

　

緑
町
団
地
の
解
体
に
伴
う
改

正
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
水
道
事
業
の
剰
余
金

の
処
分
等
に
関
す
る
条
例

　

地
域
公
営
企
業
会
計
制
度
の

見
直
し
に
よ
り
、
補
助
金
等
に

よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
の
償

却
制
度
等
の
変
更
、
組
入
資
本

金
制
度
の
廃
止
に
伴
う
条
例
を

改
正
。

施
行
期
日
は
公
布
の
日

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

補
正
予
算

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

認
可
保
育
所
運
営
委
託
料
及

び
七
飯
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

建
替
工
事
等
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
12
億
８
千
585
万
７
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
112
億
３
千
500
万
円
と
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　

退
職
分
療
養
給
付
費
等
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
千
762
万
５

千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
38
億
５
千
286
万
７

千
円
と
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

　

保
険
事
業
勘
定
の
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
給
付
費
及
び
地
域
密

着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
千

459
万
４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
22
億
４
千

524
万
５
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
千
633

万
８
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
10
億
４
千
637

万
９
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
土
地
造

成
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
430
万
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
９
千
704
万
６
千
円
と
し

た
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

収
益
的
収
入
を
１
千
68
万
３

千
円
追
加
し
４
億
３
千
119
万
３

千
円
に
、
収
益
的
支
出
を
281
万

８
千
円
減
額
し
４
億
１
千
769
万

２
千
円
に
、
ま
た
、
資
本
的
収

入
を
２
千
187
万
１
千
円
減
額
し

８
千
10
万
９
千
円
に
、
資
本
的

支
出
を
２
千
186
万
３
千
円
減
額

し
２
億
７
千
788
万
１
千
円
と
し

た
。

報

告

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　

職
員
が
運
転
す
る
公
用
車
が

函
館
市
昭
和
１
丁
目
付
近
の
道

道
函
館
上
磯
線
（
産
業
道
路
）

を
走
行
中
に
ス
リ
ッ
プ
し
た
た

め
、
前
方
を
走
行
し
て
い
た
普

通
乗
用
車
運
転
席
後
方
に
接
触

し
、
破
損
し
た
た
め
、
修
繕
に

要
す
る
費
用
の
賠
償
。

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
（
平
成
25
年
度
七
飯
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
11
号
））

　

公
用
車
の
車
両
事
故
に
よ

り
、
被
害
者
車
両
に
損
害
を
与

え
た
こ
と
に
よ
る
賠
償
金
と
し

て
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
24
万

９
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
99
億
４
千
914
万

３
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
一
般
財
団
法
人

北
海
道
大
沼
国
際
交
流
協
会
事

業
計
画
及
び
予
算
の
提
出
に
つ

い
て

そ

の

他

◆
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

　

町
道
大
川
114
号
線
沿
い
に
建

て
ら
れ
て
い
る
ア
パ
ー
ト
の
駐

車
場
前
の
町
道
に
設
置
さ
れ
て

い
た
Ｕ
字
型
側
溝
の
車
両
蓋
の

隙
間
に
被
害
者
が
左
足
を
落
と

し
、
蓋
の
隙
間
に
露
出
し
て
い

た
鉄
筋
に
よ
り
脛
の
部
分
を
破

裂
し
、
20
針
を
縫
合
す
る
負
傷

し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
。

◆
平
成
25
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
資
本
剰
余
金
の
処
分
に

つ
い
て

　

地
方
公
営
企
業
会
計
制
度
の

見
直
し
に
よ
り
、
補
助
金
等
に

よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
の
償

却
制
度
等
の
変
更
に
伴
い
、
資

本
剰
余
金
を
処
分
し
、
建
設
改

良
積
立
金
に
積
み
立
て
る
。

◆
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
の
締

結
に
つ
い
て

　

国
の
定
住
自
立
圏
構
想
推
進

要
綱
に
基
づ
き
、
中
心
市
宣
言

に
賛
同
し
た
周
辺
市
町
と
協
定

を
締
結
す
る
た
め
、
七
飯
町
定

住
自
立
圏
形
成
協
定
の
決
議
に

関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

◆
土
地
の
取
得

　

藤
城
公
民
館
等
改
築
事
業
の

用
地
を
購
入
。

◆
町
道
路
線
の
認
定

　

新
規
整
備
及
び
町
道
昇
格
に

よ
り
４
路
線
を
認
定
。

◆
新
幹
線
関
係
付
道
新
設
工
事

﹇
１
工
区
﹈
請
負
契
約
の
変
更

▽
契
約
金
額

　

変
更
前
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９
千
891
万
円

　

変
更
後

　

９
千
436
万
３
千
500
円

▽
契
約
の
相
手
方

　

株
式
会
社　

相
互
建
設

◆
新
幹
線
関
係
付
道
新
設
工
事

﹇
２
工
区
﹈
請
負
契
約
の
変
更

▽
契
約
金
額

　

変
更
前

　

９
千
135
万
円

　

変
更
後

　

９
千
762
万
９
千
円

▽
契
約
の
相
手
方

　

株
式
会
社　

鈴
木
事
業
所

◆
北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手

当
組
合
規
約
の
変
更

発

委

案

◆
委
員
会
提
出
議
案
と
し
て
条

例
制
定
１
件
、規
則
改
正
１
件
、

条
例
廃
止
１
件
を
可
決
し
た
。

◎
七
飯
町
議
会
基
本
条
例
の
制

定
　

七
飯
町
議
会
の
運
営
に
関

し
、
町
民
主
権
及
び
基
本
的
な

原
則
を
定
め
る
た
め
の
条
例
制

定
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◎
七
飯
町
議
会
会
議
規
則
の
改

正
　

七
飯
町
議
会
基
本
条
例
の
制

定
に
伴
い
、
所
定
の
改
正
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

◎
七
飯
町
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
の
廃
止

　

七
飯
町
議
会
基
本
条
例
の
制

定
及
び
七
飯
町
議
会
議
員
身
分

等
納
付
状
況
報
告
に
関
す
る
規

定
の
制
定
に
伴
い
、
本
条
例
を

廃
止
す
る
。

平
成
26
年
４
月
１
日
施
行

発 

議 

案【
意
見
書
】

◆
議
員
提
出
議
案
と
し
て
意
見

書
２
件
を
可
決
し
、
要
望
事
項

と
し
て
各
関
係
機
関
及
び
各
関

係
大
臣
に
送
付
し
た
。

◎
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充
を
求

め
る
意
見
書

◎
「
要
支
援
者
へ
の
介
護
予

防
給
付
の
従
来
通
り
の
継
続
」

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の

入
居
を
要
介
護
３
以
上
に
限
定

せ
ず
従
来
通
り
と
す
る
こ
と
」

「
利
用
者
負
担
増
の
中
止
」
を

求
め
る
意
見
書

平
成
26
年
度
予
算

〈
骨
格
予
算
〉

【平成26年度予算】

一般会計 8,980,000千円
特別会計

国民健康保険 3,708,000千円
　後期高齢者医療 413,000千円
　介護保険 2,153,000千円
　下水道事業 923,100千円
　土地造成事業 12,000千円
水道事業会計

　収益的収入 468,800千円
　収益的支出 472,735千円
　資本的収入 117,131千円
　資本的支出 277,599千円

定 

期 

監 

査 

報 

告

　

定
期
監
査
結
果
を
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

◇
監
査
の
対
象

　

七
飯
町
健
康
セ
ン
タ
ー

◇
監
査
の
期
間

　

平
成
26
年
１
月
20
日
か
ら

２
月
18
日
ま
で

◇
監
査
の
方
法

　

提
出
を
求
め
た
資
料
及
び
施

設
で
管
理
し
て
い
る
諸
帳
簿
等

の
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
抽
出

に
よ
り
内
容
を
検
査
の
上
、
現

地
に
お
い
て
関
係
職
員
か
ら
説

明
を
聴
取
し
て
監
査
を
行
っ

た
。

◇
監
査
の
結
果
及
び
意
見

　

健
康
セ
ン
タ
ー
の
配
置
等

は
、
職
員
数
等
に
つ
い
て
は
、

変
更
な
く
業
務
が
行
わ
れ
て
お

り
、
施
設
の
日
常
業
務
は
、
業

務
日
誌
・
出
勤
簿
等
の
各
書
帳

簿
類
を
検
査
し
た
結
果
、
適
正

に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

　

決
算
の
状
況
等
は
、
歳
入
歳

出
予
算
の
執
行
状
況
に
つ
い
て

は
、
収
入
原
簿
や
契
約
関
係
書

類
の
ほ
か
備
品
台
帳
な
ど
の
書

類
を
検
査
し
た
結
果
、
適
正
に

執
行
さ
れ
て
い
た
。

　

健
康
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
数

の
状
況
は
、
年
間
利
用
者
数

は
、
平
成
24
年
度
で
12
万
２
千

45
人
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し

て
い
る
。

　

平
成
26
年
度
よ
り
休
刊
日
を

月
曜
日
か
ら
火
曜
日
に
変
更
す

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
実
施
に

伴
う
そ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
。

例 

月 

出 

納 

検 

査

　

一
般
会
計
並
び
に
各
特
別
会

計
、
水
道
事
業
会
計
の
出
納
状

況
を
次
の
と
お
り
検
査
し
た
。

平
成
25
年
11
月
分
を

12
月
28
日
、29
日
、30
日
、31
日

平
成
25
年
12
月
分
を

１
月
28
日
、29
日
、30
日
、31
日

平
成
26
年
１
月
分
を

２
月
25
日
、26
日
、27
日
、28
日

検
査
結
果

　

特
に
指
摘
す
べ
き
事
項
な
し
。

監
査
委
員

永　

田　

英　

利

林　
　
　

秀　

樹

表　彰

　町村議会議員として地方自治の振

興発展に寄与し、その功績が認めら

れ、次の方々が表彰されました。

※渡島町村議会議長会表彰

【議員 10年以上】

木　下　　　敏　議員

◆
い
ず
れ
の
会
計
も
全
会
一
致

で
原
案
ど
お
り
可
決

　

本
年
度
は
町
長
選
挙
の
た
め

人
件
費
な
ど
の
義
務
的
経
費
を

主
体
と
し
て
計
上
し
た
骨
格
予

算
で
、
新
町
長
の
政
策
的
な
も

の
を
盛
り
込
ん
だ
補
正
予
算

は
、
こ
れ
か
ら
の
議
会
で
審
議

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

議長あての文書は直接議会事務局へ送付して下さい。

　議会議長あての文書や案内状は、日程の調整をする
必要がありますので直接議会事務局にお送り下さい。

◆送り先　　七飯町本町６丁目１番１号
　　　　　　七飯町議会議長　あて
◆電　話　　６５－５９４７（直通）
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Q
公
用
車
の
一
元
管
理
に
よ
る
経
費
削
減
を

A 

公
用
車
の
一
元
管
理
を
進
め
無
駄
な
車
を
減
ら
し
て
い

き
た
い

上　

野　

武　

彦　

議
員

　

平
成
20
年
第
２
回
定
例
議
会

で
の
一
般
質
問
で
、
同
僚
議
員

が
「
公
用
車
の
集
中
管
理
で
経

費
削
減
を
」
と
い
う
質
問
を
し

て
い
る
が
、
そ
の
後
、
町
は
平

成
23
年
３
月
、
第
４
次
七
飯
町

行
政
改
革
大
綱
（
平
成
23
年
〜

27
年
）
を
策
定
し
て
公
用
車
の

一
元
管
理
の
取
り
組
み
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
取

り
組
み
の
成
果
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

①
町
が
管
理
す
る
公
用
車
の
台

数
は
リ
ー
ス
を
含
め
、
一
元
管

理
の
前
と
後
で
ど
の
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。

②
一
元
管
理
に
よ
り
実
施
前
と

後
の
稼
働
率
に
つ
い
て

③
一
元
管
理
に
よ
る
経
費
削
減

効
果
に
つ
い
て

④
車
を
購
入
し
管
理
す
る
場
合

と
リ
ー
ス
を
利
用
す
る
場
合
を

比
較
検
討
し
た
時
の
経
費
負
担

の
比
較
に
つ
い
て

⑤
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

【
総
務
課
長
】

①
廃
車
と
他
部
署
で
の
増
車
な

ど
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
23

年
、
24
年
、
25
年
の
合
計
78
台

の
数
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

②
月
21
日
役
場
が
開
い
て
い
る

と
し
て
、
年
間
252
日
と
な
る
。

一
元
管
理
し
て
い
る
13
台
で
の

稼
働
率
を
100
％
と
す
る
と
３
千

276
日
と
し
て
一
元
管
理
前
の
平

成
23
年
度
で
は
１
千
596
日
で
稼

働
率
は
約
49
％
、
一
元
管
理
を

し
た
平
成
24
年
度
で
は
２
千
620

日
で
約
80
％
で
あ
る
。

③
事
務
的
に
保
険
、
燃
料
、
車

検
、
修
繕
な
ど
支
払
い
事
務
を

防
災
車
両
係
で
一
括
処
理
を
す

る
こ
と
で
の
事
務
の
軽
減
が
図

ら
れ
て
い
る
。

④
リ
ー
ス
で
３
年
借
り
上
げ
し

た
車
種
と
同
じ
車
種
の
購
入
車

を
比
較
し
た
が
、
購
入
車
の
方

が
月
額
約
２
万
円
安
い
結
果
と

な
っ
た
。
リ
ー
ス
期
間
を
延
ば

し
た
り
、
複
数
台
の
契
約
な
ど

で
安
く
な
る
と
思
う
こ
と
か
ら

十
分
検
討
し
て
い
き
た
い
。

⑤
町
が
管
理
し
て
い
る
78
台
の

公
用
車
の
う
ち
土
木
で
管
理
す

る
重
機
や
城
岱
牧
場
の
バ
イ
ク

な
ど
合
わ
せ
て
40
台
は
一
元
管

理
に
適
さ
な
い
。
乗
用
車
38
台

の
内
、
勤
務
場
所
が
離
れ
て
い

る
保
育
所
な
ど
の
車
な
ど
を
除

き
30
台
ほ
ど
を
一
元
管
理
の
対

象
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

　

一
元
管
理
に
よ
る
経
費
削
減

と
い
う
こ
と
で
は
、
必
要
な
い

車
を
減
ら
し
て
い
く
の
が
一
番

の
削
減
効
果
に
つ
な
が
る
と
思

わ
れ
る
の
で
努
力
し
て
ま
い
り

た
い
。

　

そ
の
他
、「
介
護
予
防
、
日

常
生
活
総
合
事
業
に
つ
い
て
」、

「
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
蒸
気
ボ

イ
ラ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
」
を

質
問
し
て
い
る
。

　

現
在
進
行
し
て
い
る
大
中
山

小
学
校
基
本
計
画
で
は
、
平
成

23
年
11
月
に
策
定
し
た
七
飯
町

地
域
材
利
用
促
進
方
針
が
生
か

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
大
中
山
小
学
校
改

築
に
際
し
、
60
年
以
上
前
に
、

当
時
の
小
・
中
学
生
が
植
林
し

た
学
校
林
や
町
有
林
を
活
用
す

る
絶
好
の
機
会
と
考
え
る
た

め
、
次
の
点
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

①
基
本
設
計
の
発
注
に
際
し
、

指
定
し
た
事
項
に
つ
い
て

②
現
在
ま
で
役
場
側
か
ら
地
域

の
方
々
へ
出
さ
れ
た
説
明
資
料

と
そ
の
内
容
に
つ
い
て

③
今
後
の
計
画
・
行
程
に
つ
い

て④
地
域
材
の
利
用
計
画
に
つ
い

て【
都
市
住
宅
課
長
】

①
校
舎
の
構
造
に
関
し
て
、
主

要
構
造
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ま
た
は
鉄
骨
を
基
本
に
考
え
て

い
る
が
、
基
本
設
計
に
お
い
て

木
造
と
の
経
済
比
較
も
行
い
決

定
す
る
。

④
建
築
の
内
装
等
に
、
地
域
材

を
活
用
し
て
い
き
た
い
。

【
学
校
教
育
課
長
】

①
平
成
24
年
11
月
に
期
成
会
側

へ
「
土
地
利
用
構
想
図
」
６
パ

タ
ー
ン
を
提
出
し
て
か
ら
数
回

の
協
議
を
持
っ
た
。
そ
の
中

で
、
国
道
側
の
隣
接
す
る
民
有

地
を
含
め
た
土
地
利
用
の
プ
ラ

ン
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

②
「
土
地
利
用
構
想
図
」
を
示

し
、
建
設
に
際
し
て
仮
校
舎
等

を
建
て
ず
に
施
工
す
る
と
し
て

い
る
。
複
合
施
設
と
し
て
建
設

を
願
う
要
望
で
あ
っ
た
が
学
校

建
設
を
優
先
し
、
第
４
期
目
の

工
事
で
プ
ー
ル
、
大
中
山
出
張

所
、
学
童
保
育
等
を
建
設
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
初
利
用
を
想
定
し

て
い
た
現
Ｒ
Ｃ
３
階
部
分
（
耐

震
で
は
問
題
の
な
い
最
終
増
築

部
）
は
、
改
修
経
費
面
で
割
高

に
な
る
と
判
断
し
、
取
り
壊
す

事
と
し
た
。

③
現
在
、
期
成
会
と
協
議
を
し

な
が
ら
進
め
て
お
り
、
用
地
取

得
に
向
け
た
話
し
合
い
も
土
地

所
有
者
と
行
っ
て
い
る
。
防
災

拠
点
と
し
て
の
機
能
は
、
第
１

期
工
事
で
体
育
館
が
建
設
で
き

次
第
「
避
難
施
設
」
に
指
定
す

る
が
、
詳
細
は
今
後
検
討
し
て

行
く
。

　

平
成
26
年
度
に
実
施
設
計
を

発
注
し
平
成
30
年
度
の
完
成
予

定
と
な
る
。

【
再
質
問
】

　

校
舎
を
グ
ラ
ウ
ン
ド
側
に
建

設
し
た
方
が
、
一
番
自
然
に
子

ど
も
達
が
動
け
る
と
思
う
が
、

そ
う
い
う
案
は
、
で
な
か
っ
た

の
か
。

　

ま
た
、
最
終
案
で
グ
ラ
ウ
ン

ド
が
今
よ
り
狭
く
な
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
教
育
長
】

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
校
舎
を
建
設

す
る
案
や
将
来
の
児
童
減
少
を

見
越
し
、
国
道
側
へ
複
合
施
設

と
し
て
校
舎
を
建
設
で
き
な
い

か
と
の
議
員
の
質
問
で
あ
る

が
、
現
案
を
基
に
期
成
会
と
協

議
を
進
め
て
来
た
の
で
再
考
は

考
え
ら
れ
な
い
。

　

新
体
育
館
の
建
設
に
よ
り
グ

ラ
ウ
ン
ド
が
現
在
よ
り
狭
く
な

る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
、
と

の
指
摘
で
あ
る
が
、
体
育
の
授

業
や
運
動
会
へ
の
影
響
は
少
な

い
と
考
え
て
い
る
。

　

耐
震
度
が
低
い
の
で
子
供
た

ち
の
命
を
守
る
為
、
出
来
る
だ

け
早
く
着
工
し
た
い
の
で
ご
理

解
を
賜
り
た
い
。

Q
町
立
大
中
山
小
学
校
改
築
に
つ
い
て

A
基
本
計
画
を
策
定
中
で
あ
る

平　

松　

俊　

一　

議
員

中
島　

勝
也　

議
員

某
衆
議
院
議
員
「
新
春
の
集
い
」

へ
の
職
員
の
参
加
に
つ
い
て

ほ
か
に
、
次
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。



25 七飯町　議会だより

経
済
産
業
常
任
委
員
会

１
、
事
件
名

①
平
成
25
年
議
案
第
57
号

　

七
飯
町
準
用
河
川
に
係
る
河

川
管
理
施
設
等
の
構
造
の
技
術

的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

②
平
成
25
年
議
案
第
58
号

　

七
飯
町
準
用
河
川
流
水
占
用

料
等
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い

て２
、
審
査
の
経
過

　

平
成
25
年
12
月
19
日
、
平
成

26
年
１
月
16
日
、
２
月
25
日
の

３
日
間
、
委
員
会
を
開
催
し
、

土
木
課
長
、
土
木
課
参
事
の
出

席
を
求
め
て
審
査
を
行
っ
た
。

３
、
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

①
原
案
可
決

②
原
案
可
決

⑵
理　
　

由

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
平

成
25
年
議
案
第
57
号
七
飯
町
準

用
河
川
に
係
る
河
川
管
理
施
設

等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定

め
る
条
例
（
以
下
「
準
用
河
川

管
理
条
例
」
と
い
う
。）
及
び

平
成
25
年
議
案
第
58
号
七
飯
町

準
用
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収

条
例
（
以
下
「
準
用
河
川
占
用

料
条
例
」
と
い
う
。）
は
、
七

飯
町
が
新
た
に
普
通
河
川
の
一

部
を
準
用
河
川
に
指
定
す
る
こ

と
に
伴
い
制
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

準
用
河
川
と
は
、
一
級
河
川

及
び
二
級
河
川
以
外
の
「
法
定

外
河
川
」
の
う
ち
、
河
川
法
の

規
定
の
一
部
を
準
用
し
、
市
町

村
長
が
指
定
し
て
管
理
す
る
河

川
の
こ
と
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
準
用
河
川
管
理

条
例
は
、
こ
れ
ま
で
準
用
河
川

の
構
造
の
技
術
的
基
準
に
関
し

て
は
河
川
法
（
昭
和
39
年
法
律

第
167
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
第
100
条
第
１
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
13
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
準
用
河
川
に
設
置
さ
れ
る

工
作
物
の
う
ち
、
主
要
な
も
の

の
構
造
に
つ
い
て
河
川
管
理
上

必
要
と
さ
れ
る
技
術
的
基
準
を

河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
（
昭

和
51
年
政
令
第
199
号
。
以
下

「
政
令
」
と
い
う
。）
を
参
酌
し

て
、
当
該
市
町
村
で
定
め
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。

　

法
は
、
河
川
に
つ
い
て
、
洪

水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発

生
が
防
止
さ
れ
、
河
川
が
適
正

に
利
用
さ
れ
、
流
水
の
正
常
な

機
能
が
維
持
さ
れ
、
及
び
河
川

環
境
の
整
備
と
保
全
が
さ
れ
る

よ
う
に
こ
れ
を
総
合
的
に
管
理

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
の

保
全
と
開
発
に
寄
与
し
、
も
っ

て
公
共
の
安
全
を
保
持
し
、
か

つ
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
法

第
13
条
の
河
川
管
理
施
設
等
の

構
造
の
基
準
で
は
、
第
２
項
で

主
要
な
も
の
の
構
造
に
つ
い
て

河
川
管
理
上
必
要
と
さ
れ
る
技

術
的
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る

と
規
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
法
第
26
条
で
は
工
作

物
の
新
築
等
の
許
可
、
法
第
100

条
は
準
用
河
川
に
係
る
読
み
替

え
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
お

り
、
準
用
河
川
管
理
条
例
は
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
政
令
を
参

酌
し
、
七
飯
町
の
準
用
河
川
の

う
ち
、
管
理
上
必
要
と
さ
れ
る

河
川
管
理
施
設
等
の
技
術
的
基

準
に
つ
い
て
、
総
則
、
雑
則
の

ほ
か
「
堤
防
」、「
床
止
め
」、

「
堰
」、「
水
門
及
び
樋
門
」、

「
橋
」、「
伏
せ
越
し
」
に
つ
い

て
定
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
準
用
河
川
管
理
条
例

の
施
行
に
伴
う
規
則
は
、
七
飯

町
準
用
河
川
に
係
る
河
川
管
理

施
設
等
の
構
造
の
技
術
的
基
準

を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
で
あ

り
、
条
例
と
と
も
に
平
成
26
年

４
月
１
日
施
行
の
予
定
で
あ
る
。

　

準
用
河
川
の
指
定
に
つ
い
て

は
、
湯
出
川
は
二
級
河
川
湯
出

川
の
合
流
点
か
ら
上
流
部
へ

１
．
25
㌔
㍍
、
武
佐
川
は
普
通

河
川
湯
出
川
の
合
流
点
か
ら
上

流
部
へ
１
．
55
㌔
㍍
を
準
用
河

川
に
指
定
す
る
と
し
て
お
り
、

準
用
河
川
の
指
定
に
よ
り
、
以

前
か
ら
湯
出
川
の
氾
濫
な
ど
で

懸
案
と
な
っ
て
い
た
Ｊ
Ｒ
函
館

本
線
の
横
断
管
の
改
良
な
ど
が

国
の
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付

金
の
対
象
と
な
り
、
町
財
政
の

負
担
軽
減
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に

寄
与
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
準
用
河
川
管
理
条
例

は
、
準
用
河
川
区
間
に
お
い
て

新
築
又
は
改
築
す
る
施
設
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
現
在
、
準
用
河
川
管
理
条

例
に
適
合
し
な
い
施
設
に
つ
い

て
は
、
新
築
又
は
改
築
す
る
ま

で
の
間
、
準
用
河
川
管
理
条
例

は
適
用
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

次
に
、
準
用
河
川
占
用
料
条

例
は
、
準
用
河
川
管
理
条
例
の

制
定
に
伴
い
、
準
用
河
川
指
定

区
間
に
お
い
て
占
用
さ
れ
て
い

る
工
作
物
等
の
占
用
料
等
を
制

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
流
水
占
用
料
等
の
徴
収
、

流
水
占
用
料
等
の
減
免
、
流
水

占
用
料
等
の
返
還
、
罰
則
等
を

規
定
し
て
い
る
。

　

従
来
、
町
が
管
理
す
る
普
通

河
川
に
お
い
て
占
用
さ
れ
て
い

る
工
作
物
等
の
占
用
料
等
に
つ

い
て
は
、
七
飯
町
普
通
河
川
管

理
条
例
（
平
成
12
年
条
例
第
19

号
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い

　

平
成
25
年
12
月
12
日
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
を
、
下
記
の

と
お
り
報
告
す
る
。

る
が
、
準
用
河
川
の
指
定
に
伴

い
、
そ
の
区
間
に
お
い
て
占
用

さ
れ
て
い
る
工
作
物
等
の
占
用

料
等
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
る
。

　

準
用
河
川
占
用
料
条
例
で
規

定
す
る
占
用
料
等
は
、
流
水
占

用
料
、
土
地
占
用
料
、
土
石
採

取
料
そ
の
他
の
河
川
産
出
物
採

取
料
で
あ
り
、
単
価
等
に
つ
い

て
は
七
飯
町
普
通
河
川
管
理
条

例
で
規
定
す
る
占
用
料
等
と
の

整
合
性
を
図
っ
て
い
る
が
、
施

行
期
日
が
平
成
26
年
４
月
１
日

を
予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
算
定
し
た
額
に
100
分
の

108
を
乗
じ
て
得
た
額
を
流
水
占

用
料
等
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
普
通
河
川
か
ら
準
用

河
川
に
指
定
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
流
水
占
用
料
等
に
つ
い
て

も
普
通
河
川
か
ら
移
行
と
と
も

に
七
飯
町
普
通
河
川
管
理
条
例

と
同
様
で
あ
る
た
め
、
準
用
河

川
占
用
料
条
例
の
制
定
に
伴
う

影
響
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
留
意
の
う

え
、
各
条
例
の
内
容
を
審
査
し

た
と
こ
ろ
、
準
用
河
川
管
理
条

例
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め

る
技
術
的
基
準
を
参
酌
し
た
も

の
で
あ
り
、
準
用
河
川
占
用
料

条
例
に
つ
い
て
は
、
七
飯
町
普

通
河
川
管
理
条
例
と
の
整
合
性

も
図
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
採

決
の
結
果
、
準
用
河
川
管
理
条

例
及
び
準
用
河
川
占
用
料
条
例

は
、
い
ず
れ
も
全
員
一
致
で
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

常
任
委
員
会
活
動
報
告

【
所
管
事
務
調
査
】
要
旨
を
掲
載

総

務

財

政

《
調
査
事
項
》

　

町
税
等
の
収
納
対
策
に
つ
い

て〔
調
査
の
目
的
〕

　

地
方
財
政
が
厳
し
い
各
自
治

体
に
お
い
て
、
町
税
等
の
収
納

率
向
上
は
重
要
な
課
題
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
七
飯
町
に
お
け
る

町
税
等
の
収
納
状
況
を
踏
ま

え
、
今
後
の
収
納
率
向
上
の
た

め
の
対
策
等
に
つ
い
て
調
査
を

行
っ
た
。

【
町
税
等
の
収
納
対
策
に
つ
い

て
】

　

町
税
等
の
収
納
状
況
に
つ
い

て⑴
過
去
５
年
間
（
平
成
20
年
度
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＜表２＞町税等の納付別収納状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、％）

区　　　分 コンビニ収納 口座振替 そ　の　他 合　　計
件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

平
成
20
年
度

町 税 20,403 20.1 18,024 17.8 63,039 62.1 101,466 100.0
国民健康保険税 8,663 18.0 10,154 21.1 29,419 61.0 48,236 100.0
保 育 料 1,838 45.3 869 21.4 1,354 33.3 4,061 100.0
町営住宅使用料 2,014 24.7 2,460 30.2 3,676 45.1 8,150 100.0
合 計 32,918 20.3 31,507 19.5 97,488 60.2 161,913 100.0

平
成
21
年
度

町 税 24,594 23.5 17,178 16.4 62,975 60.1 104,747 100.0
国民健康保険税 10,049 21.0 10,577 22.1 27,170 56.9 47,796 100.0
保 育 料 1,608 44.9 730 20.4 1,240 34.7 3,578 100.0
町営住宅使用料 2,778 26.9 2,794 27.1 4,757 46.1 10,329 100.0
合 計 39,029 23.4 31,279 18.8 96,142 57.8 166,450 100.0

平
成
22
年
度

町 税 27,080 27.4 16,359 16.5 55,582 56.1 99,021 100.0
国民健康保険税 11,892 24.7 10,234 21.3 26,035 54.1 48,161 100.0
保 育 料 1,743 45.7 798 20.9 1,275 33.4 3,816 100.0
町営住宅使用料 3,341 31.8 2,776 26.4 4,391 41.8 10,508 100.0
合 計 44,056 27.3 30,167 18.7 87,283 54.0 161,506 100.0

平
成
23
年
度

町 税 28,390 29.5 16,762 17.4 51,045 53.1 96,197 100.0
国民健康保険税 12,922 29.2 9,933 22.5 21,398 48.4 44,253 100.0
保 育 料 1,803 47.7 944 25.0 1,031 27.3 3,778 100.0
町営住宅使用料 3,921 38.0 2,852 27.6 3,544 34.4 10,317 100.0
合 計 47,036 30.4 30,491 19.7 77,018 49.8 154,545 100.0

平
成
24
年
度

町 税 30,746 32.2 16,316 17,1 48,306 50.7 95,368 100.0
国民健康保険税 13,312 30.9 9,560 22.2 20,262 47.0 43,134 100.0
保 育 料 2,133 53.3 1,144 28.6 727 18.2 4,004 100.0
町営住宅使用料 4,071 39.5 3,016 29.2 3,225 31.3 10,312 100.0
合 計 50,262 32.9 30,036 19.7 72,520 47.5 152,818 100.0

※１ 　比率（構成比）は、小数点第２位を四捨五入のため、合計と一致しない場合がある。
※２ 　町税の件数は、個人町民税普通徴収分、固定資産税（交付金を除く。）、軽自動車税の合計である。
※３ 　国民健康保険税の件数は、普通徴収分のみの件数であり、特別徴収分の件数は含まれない。
※４　保育料の件数は、認可保育所の町立分と法人分の合計である。
※５　町営住宅使用料の件数は、町営住宅家賃と町営住宅駐車場使用料の合計である。

〜
平
成
24
年
度
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る
町
税
及
び
保
育
料
等

の
収
納
状
況
は
、〈
表
１
〉
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
〈
表
１
〉
の
と
お
り
、
徴
収

率
は
、
平
成
24
年
度
は
平
成
20

年
度
と
比
較
し
て
、
町
税
・
国

民
健
康
保
険
税
・
保
育
料
・
住

宅
使
用
料
で
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し

て
お
り
、
こ
の
間
の
収
納
努
力

が
窺
え
る
。

　

現
年
課
税
分
及
び
滞
納
繰
越

分
と
も
徴
収
率
は
向
上
し
て
お

り
、
町
税
・
国
民
健
康
保
険

税
・　

保
育
料
・
町
営
住
宅
使

用
料
に
お
い
て
、
平
成
24
年
度

の
徴
収
率
は
現
年
課
税
分
、
滞

納
繰
越
分
で
平
成
20
年
度
と
比

較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
て

い
る
。

⑵
町
税
等
の
納
付
別
収
納
状
況

　

過
去
５
年
間
に
お
け
る
町
税

及
び
保
育
料
等
の
納
付
別
収
納

状
況
は
、〈
表
２
〉
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
〈
表
２
〉
の
と
お
り
、
納
付

別
収
納
状
況
の
件
数
で
は
、
い

ず
れ
も
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
件
数

が
大
き
く
伸
び
て
お
り
、
口
座

振
替
や
窓
口
納
付
な
ど
そ
の
他

の
納
付
の
件
数
は
、
横
ば
い
ま

た
は
減
少
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。

　

特
に
、
保
育
料
は
、
平
成
24

年
度
で
50
％
を
超
え
る
件
数
が

コ
ン
ビ
ニ
収
納
と
な
っ
て
お

り
、
共
稼
ぎ
の
子
育
て
世
帯
が

日
中
に
窓
口
納
付
な
ど
が
で
き

な
い
た
め
、
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ

を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
顕
著

に
表
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
町
営
住
宅
使
用
料
の

う
ち
、
駐
車
場
使
用
料
が
平
成

23
年
度
か
ら
50
％
を
超
え
る
件

数
が
コ
ン
ビ
ニ
収
納
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
納
付
金
額
の

少
な
い
町
税
等
に
お
い
て
コ
ン

ビ
ニ
を
利
用
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　

な
お
、
納
付
別
収
納
状
況
の

金
額
の
比
率
は
、
国
民
健
康
保

険
税
、
保
育
料
、
町
営
住
宅
使

用
料
は
件
数
と
比
例
し
て
い
る

も
の
の
、
町
税
は
、
件
数
と
比

較
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
割

合
が
低
く
、
窓
口
納
付
な
ど
そ

の
他
の
納
付
の
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述

の
と
お
り
、
１
回
（
期
・
月
）

に
納
付
す
る
金
額
が
少
な
い
も

の
が
コ
ン
ビ
ニ
を
利
用
し
て
い

る
こ
と
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
コ
ン
ビ
ニ
収
納
に

係
る
手
数
料
は
１
件
当
た
り
58

円
（
消
費
税
抜
き
）
で
あ
り
、

金
融
機
関
の
口
座
振
替
（
１

件
当
た
り
20
円
）、
郵
便
振
替

（
１
件
当
た
り
10
円
）
と
比
較

し
て
、
高
い
状
況
で
あ
る
こ
と

か
ら
取
扱
手
数
料
が
増
高
し
て

い
る
状
況
に
あ
る
。

⑶
滞
納
処
分
の
状
況
に
つ
い
て

　

過
去
５
年
間
に
お
け
る
町
税

等
の
差
押
に
よ
る
滞
納
処
分
の

状
況
は
、〈
表
３
〉
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

差
押
え
の
種
類
は
、
預
金
・

貯
金
、
給
与
・
年
金
、
生
命
保

険
、
還
付
金
、
動
産
・
不
動
産

で
あ
り
、
う
ち
、
預
金
・
貯
金

が
件
数
、
差
押
金
額
、
配
当
金

額
と
も
一
番
多
く
、
平
成
24
年

度
の
配
当
金
額
は
１
千
677
万
４

＜表１＞町税等の収納状況　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円、％）
区　　分 調定額 収入済額 不能欠損額 未納額 徴収率

平
成
20
年
度

町 税 3,042,986 2,697,381 21,126 324,478 88.6
町 民 税 1,284,028 1,156,569 6,983 120,477 90.1
固定資産税 1,522,859 1,313,001 13,480 196,378 86.2
軽自動車税 55,785 47,497 664 7,623 85.1

国民健康保険税 1,166,640 725,855 52,354 388,431 62.2
保 育 料 105,781 90,757 556 14,468 85.8
町営住宅使用料 98,837 94,965 176 3,696 96.1

平
成
21
年
度

町 税 3,009,005 2,688,176 28,483 292,346 89.3
町 民 税 1,249,272 1,133,673 8,821 106,777 90.7
固定資産税 1,533,052 1,335,631 18,732 178,689 87.1
軽自動車税 58,063 50,254 929 6,880 86.6

国民健康保険税 1,151,997 741,745 75,853 334,399 64.4
保 育 料 95,090 78,997 1,260 14,834 83.1
町営住宅使用料 105,318 101,297 119 3,902 96.2

平
成
22
年
度

町 税 2,911,328 2,641,337 23,80３ 246,188 90.7
町 民 税 1,169,792 1,079,588 4,240 85,964 92.3
固定資産税 1,510,147 1,337,184 18,988 153,974 88.5
軽自動車税 58,873 52,049 575 6,249 88.4

国民健康保険税 1,066,404 758,67５ 25,164 282,565 71.1
保 育 料 99,214 85,721 727 12,766 86.4
町営住宅使用料 111,019 107,516 303 3,200 96.8

平
成
23
年
度

町 税 2,949,195 2,742,768 23,061 183,366 93.0
町 民 税 1,186,167 1,110,030 3,557 72,580 93.6
固定資産税 1,497,662 1,373,476 18,843 105,343 91.7
軽自動車税 59,321 53,216 661 5,443 89.7

国民健康保険税 1,020,270 760,411 20,491 239,368 74.5
保 育 料 101,957 91,429 436 10,092 89.7
町営住宅使用料 115,683 112,869 0 2,814 97.6

平
成
24
年
度

町 税 2,791,776 2,619,923 18,800 153,054 93.8
町 民 税 1,185,872 1,122,300 6,811 56,761 94.6
固定資産税 1,341,782 1,239,709 11,187 90,886 92.4
軽自動車税 59,834 53,625 802 5,407 89.6

国民健康保険税 963,136 739,889 21,912 201,335 76.8
保 育 料 111,320 102,896 1,391 7,033 92.4
町営住宅使用料 118,940 115,836 0 3,104 97.4

※１ 　金額は、現年課税分と滞納繰越分の合計であり、千円未満四捨五入のため、
一致しない場合がある。

※２ 　町税には、たばこ税と入湯税が含まれるため、町民税・固定資産税・軽自動
車税の合計とは一致しない。

※３　国民健康保険税は、一般被保険者と退職被保険者等の合計である。
※４　保育料は、認可保育所の町立分と法人分の合計である。
※５ 　町営住宅使用料は、町営住宅家賃と町営住宅駐車場使用料の合計である。
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千
円
で
あ
り
、
全
体
の
５
割
以

上
を
占
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
の
状
況
は
、〈
表
４
〉
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
は
、

平
成
22
年
度
よ
り
始
め
て
お

り
、〈
表
４
〉
の
と
お
り
出
品

数
の
８
割
以
上
が
落
札
し
て
い

る
こ
と
か
ら
有
効
な
手
段
で
あ

る
と
い
え
る
が
、
一
点
あ
た
り

の
落
札
金
額
が
約
４
千
300
円
と

低
い
こ
と
か
ら
、
事
務
量
の
ほ

か
、
手
数
料
等
の
経
費
と
比
較

検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

⑷
滞
納
整
理
基
本
方
針
に
つ
い

て
　

七
飯
町
は
、
町
税
等
の
負
担

の
公
平
性
を
図
る
観
点
か
ら
、

平
成
21
年
度
か
ら
次
に
掲
げ
る

滞
納
整
理
基
本
方
針
を
定
め
て

い
る
。

・
公
平
・
公
正
な
課
税
及
び
状

況
調
査
の
も
と
「
ト
ル
（
自

主
納
税
の
推
進
及
び
徴
収
強

化
）」・「
オ
サ
エ
ル
（
財
産
の

差
押
）」・「
オ
ト
ス
（
処
分
停

止
及
び
不
納
欠
損
）」
を
基
本

と
す
る
。

・「
七
飯
方
式
」
に
よ
り
、
滞

納
整
理
事
務
の
よ
り
い
っ
そ
う

の
効
率
化
・
迅
速
化
を
図
る
。

・「
換
価
処
分
（
公
売
）」
に
よ

る
滞
納
額
圧
縮
と
公
売
状
況
等

の
公
表
に
よ
る
滞

納
の
未
然
防
止
。

・「
分
割
納
税
」

の
原
則
未
承
認
と

法
令
並
び
に
特
別

徴
収
方
式
と
の
整

合
性
。

・
延
滞
金
の
徴
収

を
推
進
し
、
納
期

内
納
税
の
促
進
を

図
り
滞
納
繰
越
額

の
圧
縮
を
元
か
ら

行
う
。

・
公
平
・
公
正
な

納
税
推
進
と
滞
納

時
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

等
を
周
知
し
、
納

税
意
欲
の
向
上
を

図
る
。

　
「
七
飯
方
式
」

の
滞
納
整
理
の
手

順
は
、
一
定
の
未

納
額
（
概
ね
３
万

円
以
上
）
で
抽
出

し
た
滞
納
事
案
を

滞
納
者
の
滞
納
額
及
び
財
産
区

分
に
応
じ
て
①
滞
納
者
抽
出
、

②
滞
納
者
を
滞
納
額
等
に
よ
る

ラ
ン
ク
付
け
、
③
滞
納
者
実
態

調
査
を
ラ
ン
ク
分
け
に
基
づ
き

優
先
度
ご
と
に
調
査
、
④
催
告

及
び
差
押
予
告
通
知
の
送
付
、

⑤
非
接
触
型
差
押
執
行
、
⑥
接

触
型
差
押
執
行
、
⑦
滞
納
整
理

機
構
送
致
等
、
⑧
処
分
停
止
も

し
く
は
不
納
欠
損
対
象
者
扱
い

と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
ラ
ン
ク
分
け
は
、
ラ

ン
ク
１
を
滞
納
額
50
万
円
未

満
、
ラ
ン
ク
２
を
滞
納
額
50
万

円
以
上
100
万
円
未
満
、
ラ
ン
ク

３
を
滞
納
額
100
万
円
以
上
と
し

て
お
り
、
平
成
21
年
度
か
ら
滞

納
整
理
基
本
方
針
に
基
づ
き
徴

収
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
前
述
の
と
お
り
過
去
５

年
間
に
お
け
る
徴
収
率
の
向
上

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

⑸
新
た
な
納
付
環
境
の
整
備
に

つ
い
て

　

七
飯
町
の
町
税
等
の
納
付
環

境
は
、
窓
口
納
付
、
口
座
振
替

の
ほ
か
、
先
駆
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
コ
ン
ビ
ニ
収
納
が
あ

り
、
納
税
者
等
の
利
便
性
の
向

上
を
図
っ
て
い
る
。

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
利
用
件
数

は
、
年
々
増
加
し
て
お
り
徴
収

率
の
向
上
に
寄
与
し
て
い
る
反

面
、
手
数
料
が
口
座
振
替
よ
り

高
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も

あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
納
税
者
等

が
ど
こ
で
も
・
い
つ
で
も
納
付

で
き
る
環
境
の
整
備
が
今
後
の

課
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一

つ
が
当
委
員
会
で
行
政
視
察
を

行
っ
た
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
収
納
」

で
あ
る
。

　

ま
た
、
新
た
な
納
付
環
境
と

し
て
、
税
金
や
公
共
料
金
、
各

種
料
金
な
ど
の
支
払
い
を
金
融

機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
の
レ

ジ
に
並
ぶ
こ
と
な
く
、
パ
ソ
コ

ン
や
携
帯
電
話
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら

支
払
い
が
で
き
る「
ペ
イ
ジ
ー
」

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
飯
町
に

お
い
て
も
、
さ
ら
な
る
徴
収
率

の
向
上
と
納
税
者
等
の
利
便
性

を
考
慮
し
て
、
い
つ
で
も
・
ど

こ
で
も
納
付
で
き
る
「
ク
レ

ジ
ッ
ト
収
納
」
や
「
ペ
イ
ジ
ー
」

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を

検
証
す
る
と
し
て
い
る
。

〔
ま
と
め
〕

　

当
委
員
会
は
、
各
自
治
体
の

共
通
課
題
で
あ
る
町
税
等
の
収

納
対
策
に
つ
い
て
、
徴
収
率
や

納
付
環
境
の
状
況
、
新
た
な
納

付
環
境
の
整
備
を
主
に
調
査
を

行
っ
て
き
た
。

　

七
飯
町
の
町
税
等
の
収
納
状

況
は
、
平
成
21
年
度
に
滞
納
整

理
基
本
方
針
を
定
め
て
か
ら

年
々
徴
収
率
が
向
上
し
て
お

り
、
町
税
で
は
平
成
24
年
度
の

徴
収
率
は
93
．
８
％
と
平
成
20

年
度
と
比
較
し
て
５
．
２
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
税
負
担

の
公
平
・
公
正
を
図
る
観
点
か

ら
滞
納
整
理
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
収
納
強
化
に
努
め
た
成
果

で
あ
り
、
今
後
と
も
、
よ
り
一

層
の
収
納
努
力
が
望
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
納
付
環
境
別
で
は
、

七
飯
町
が
先
駆
的
に
取
り
組
ん

だ
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
納
税

者
等
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る

観
点
か
ら
定
着
し
て
い
る
一
方

で
、
１
件
当
た
り
の
コ
ン
ビ
ニ

収
納
の
取
扱
手
数
料
が
口
座
振

替
よ
り
高
い
こ
と
が
課
題
で
あ

る
と
い
え
る
。

　

こ
の
た
め
、
納
税
者
等
が
24

時
間
・
365
日
、
い
つ
で
も
・
ど

こ
で
も
納
付
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
収
納
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

る
自
治
体
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

早
急
に
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
を
検
証
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。

　

な
お
、
北
海
道
に
お
け
る
町

税
の
徴
収
率
は
、
平
成
20
年
度

で
179
市
町
村
中
136
番
目
で
あ
っ

た
が
、
平
成
23
年
度
で
は
96
番

目
ま
で
上
昇
し
て
い
る
こ
と
は

評
価
で
き
る
が
、
ま
だ
ま
だ
中

位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な

納
付
環
境
も
含
め
、
よ
り
一
層

の
収
納
強
化
を
望
む
も
の
で
あ

る
。

＜表３＞町税等の差押による滞納処分の状況　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）

年　度 件数 町 道 民 税 固定資産税 軽自動車税
差押金額 配当金額 差押金額 配当金額 差押金額 配当金額

平成20年度 98 9,958 2,086 7,170 1,391 226 85
平成21年度 271 19,340 4,976 8,068 1,997 267 125
平成22年度 420 22,211 5,433 11,079 2,663 2,606 216
平成23年度 172 29,018 3,918 17,802 3,600 608 160
平成24年度 593 43,082 10,980 17,719 5,496 1,073 437
合　　　計 1,554 123,610 27,393 61,838 15,147 4,780 1,024

年　度 国民健康保険税 保　育　料 合　　　計
差押金額 配当金額 差押金額 配当金額 差押金額 配当金額

平成20年度 24,606 2,205 2,261 377 44,221 6,144
平成21年度 27,485 3,118 306 25 55,466 10,241
平成22年度 47,482 12,432 345 27 83,724 20,771
平成23年度 69,444 8,761 2,232 386 119,105 16,826
平成24年度 80,601 12,591 5,406 1,113 147,881 30,618
合　　　計 249,618 39,108 10,551 1,928 450,396 84,599
※１　金額は、千円未満四捨五入のため、合計と一致しない場合がある。
※２　差押金額は、累積の金額である。

＜表４＞インターネット公売の状況　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回、点、千円）
年　　度 実施回数 出 品 数 落 札 数 落札金額 主な出品物
平成22年度 3 200 158 834 古銭、家電、貴金属など

平成23年度 6 772 568 2,223 マッサージチェア、貴金属、着物など
平成24年度 4 203 146 724 古銭、着物、装飾品など

合　　計 13 1,175 872 3,781
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１
．
平
成
25
年
９
月
17
日
に
第

９
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

町
長
、
教
育
長
、
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
長
の
出
席
を
求
め
、
学

校
給
食
費
会
計
の
赤
字
に
係
る

責
任
問
題
、
七
飯
町
立
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
整
備
計
画
（
案
）

に
つ
い
て
、
説
明
を
受
け
る
と

と
も
に
、
聴
取
調
査
を
行
っ

た
。

　

は
じ
め
に
、
町
長
か
ら
学
校

給
食
費
会
計
の
赤
字
に
伴
い
、

原
因
の
一
つ
と
し
て
事
務
処
理

の
ま
ず
さ
が
赤
字
額
を
膨
ら
ま

せ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
責
任
者

で
あ
る
教
育
長
か
ら
の
申
し
出

を
尊
重
し
、
教
育
長
の
給
料
を

100
分
の
５
、
１
か
月
減
額
す
る

条
例
を
提
案
し
た
い
旨
の
情
報

提
供
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
七
飯
町
立
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
整
備
計
画
（
案
）

（
以
下
「
整
備
計
画
案
」
と
い

う
。）
を
策
定
し
た
こ
と
に
よ

り
、
委
員
会
に
整
備
計
画
案
が

示
さ
れ
た
。

　

整
備
計
画
案
は
、「
〜
安
全
・

安
心
で
お
い
し
い
給
食
の
提
供

を
め
ざ
し
て
〜
」
を
基
本
理
念

と
し
、
現
状
と
課
題
の
検
証
結

果
を
踏
ま
え
て
、
４
つ
の
基
本

コ
ン
セ
プ
ト
（
衛
生
管
理
の
徹

底
、
調
理
機
能
の
充
実
、
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
食
の
提
供
、
環
境

負
荷
へ
の
軽
減
）
と
６
つ
の
基

本
方
針
（
施
設
の
効
率
的
な
管

理
・
運
営
、
学
校
給
食
衛
生
管

理
基
準
へ
の
適
合
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
（
ハ
サ
ッ
プ
）
の
考
え
方
に

基
づ
く
衛
生
管
理
、
ド
ラ
イ
シ

ス
テ
ム
の
導
入
、
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
食
専
用
調
理
室
の
設
置
、

環
境
へ
の
配
慮
）
を
定
め
て
い

る
。

　

新
し
い
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
施
設
は
、
提
供
可
能
食
数
を

２
千
500
食
、
対
象
校
は
小
学
校

７
校
（
平
成
26
年
３
月
閉
校
予

定
の
鶴
野
小
学
校
を
除
く
。）、

中
学
校
３
校
と
し
、
施
設
規
模

は
、
敷
地
面
積
４
千
平
方
㍍
程

度
、
延
べ
床
面
積
１
千
600
平
方

㍍
程
度
と
し
て
お
り
、
建
築
場

所
は
、
な
な
え
新
病
院
下
の
都

市
計
画
道
路
高
台
通
に
面
し
た

土
地
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
整
備
計
画
案
で
は
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
（
民
設
民
営
）、

リ
ー
ス
方
式
（
民
設
民
営
）、

Ｄ
Ｂ
Ｏ
方
式
（
公
設
民
営
）
な

ど
の
整
備
手
法
の
比
較
も
検
討

し
て
お
り
、
補
助
金
、
栄
養
士

の
派
遣
、
町
財
政
支
出
の
平
準

化
、
倒
産
隔
離
、
コ
ス
ト
縮

減
、
町
民
へ
の
信
頼
性
、
完
成

ま
で
の
事
業
期
間
な
ど
を
総
合

的
に
検
証
し
た
結
果
、
従
来
の

公
設
民
営
方
式
が
最
も
適
し
て

い
る
と
町
は
判
断
し
て
い
る
。

　

な
お
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

建
替
に
伴
い
、
用
地
測
量
委
託

及
び
基
本
設
計
・
実
施
設
計
委

託
に
係
る
予
算
を
第
３
回
定
例

会
最
終
日
に
追
加
議
案
と
し
て

提
出
し
た
い
と
の
説
明
が
あ
っ

た
。

　

委
員
か
ら
は
、
駐
車
場
や
堆

雪
場
、
将
来
的
な
増
築
を
考
慮

す
る
と
敷
地
面
積
が
狭
い
、
米

の
炊
飯
機
能
の
有
無
な
ど
に
つ

い
て
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
今
回

の
各
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見

の
検
討
結
果
を
求
め
る
と
と
も

に
整
備
計
画
案
を
集
中
的
に
調

査
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委

員
会
を
閉
会
し
た
。

２
．
平
成
25
年
10
月
３
日
に
第

10
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
提
出
の

あ
っ
た
資
料
等
に
基
づ
き
聴
取

調
査
を
行
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
前
回
の
委
員
会

で
検
討
事
項
と
な
っ
た
敷
地
面

積
等
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

説
明
が
あ
っ
た
。

　

敷
地
面
積
に
つ
い
て
は
、
委

員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
協
議
し

た
結
果
、
４
千
平
方
㍍
を
５
千

平
方
㍍
に
す
る
と
と
も
に
、
米

の
炊
飯
機
能
は
、
増
築
可
能
な

敷
地
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
で

将
来
的
に
計
画
す
る
こ
と
と

し
、
当
面
の
米
飯
に
つ
い
て

は
、
委
託
先
か
ら
購
入
し
提
供

す
る
と
し
て
い
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な

質
疑
が
あ
っ
た
。

①
敷
地
内
に
食
物
残
渣
を
処
理

す
る
バ
イ
オ
マ
ス
施
設
を
整
備

す
る
考
え
に
つ
い
て

②
敷
地
内
に
融
雪
槽
を
設
け
る

こ
と
に
つ
い
て

③
地
産
地
消
の
考
え
方
に
つ
い

て
　

こ
れ
に
対
し
、
教
育
委
員
会

の
答
弁
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

①
食
物
残
渣
は
、
い
ま
ま
で
も

大
沼
下
水
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
搬

入
し
、
堆
肥
化
し
て
い
る
た

め
、
新
た
に
バ
イ
オ
マ
ス
施
設

を
整
備
す
る
計
画
は
な
い
。

②
費
用
対
効
果
も
含
め
て
検
討

す
る
。

③
流
通
経
路
や
購
入
価
格
な
ど

の
検
討
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
整
備
計
画
案
の
基
本
コ

ン
セ
プ
ト
に
地
産
地
消
を
追
加

し
た
い
。

　

以
上
の
調
査
を
踏
ま
え
て
、

変
更
を
含
め
た
整
備
計
画
案
に

つ
い
て
、
委
員
会
と
し
て
了
承

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
第
３
回
定
例
会
で
可

決
さ
れ
た
追
加
予
算
に
係
る
用

地
測
量
委
託
、
基
本
設
計
及
び

実
施
設
計
委
託
に
つ
い
て
、
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
示
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
基
本
設
計
案
が
作
成
さ

れ
た
時
点
で
、
委
員
会
に
資
料

を
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
建
替
予
定
地
の

現
地
調
査
を
行
う
こ
と
を
確
認

し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し
た
。

３
．
平
成
25
年
10
月
22
日
に
第

11
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
前
回
の
委

員
会
で
説
明
の
あ
っ
た
資
料
に

つ
い
て
の
聴
取
調
査
を
行
っ

た
。

　

は
じ
め
に
、
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
建
替
予
定
地
の
現
地
調
査

を
行
っ
た
。

　

建
替
予
定
地
は
、
都
市
計
画

道
路
高
台
通
に
面
し
た
箇
所

で
、
一
面
が
雑
木
林
に
覆
わ
れ

て
い
る
た
め
全
景
は
把
握
で
き

な
い
が
、
道
路
に
面
し
た
所

は
、
道
路
か
ら
１
〜
２
㍍
の
段

差
が
あ
る
も
の
の
奥
の
方
は
平

坦
地
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

建
替
予
定
地
は
、
民
間
か
ら

購
入
す
る
予
定
で
あ
り
、
前
回

の
委
員
会
で
報
告
の
あ
っ
た
と

お
り
約
５
千
平
方
㍍
で
道
路
面

は
約
100
㍍
、
奥
行
き
は
約
50
㍍

の
敷
地
に
な
る
予
定
で
あ
る
と

の
説
明
が
あ
っ
た
。

特
別
委
員
会
報
告

　

学
校
給
食
事
業
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書　

（
最
終
報
告
書
）　

委
員
長　

木　

下　
　

敏

　

平
成
25
年
３
月
22
日
第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
当

特
別
委
員
会
が
、
平
成
25
年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告

を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告

す
る
。
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次
に
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

建
替
に
伴
う
用
地
測
量
、
基
本

設
計
及
び
実
施
設
計
委
託
に
係

る
入
札
状
況
に
つ
い
て
説
明
が

あ
っ
た
。

　

入
札
の
結
果
、
七
飯
町
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
建
替
予
定
地
用

地
確
定
測
量
委
託
業
務
は
３
社

に
よ
る
指
名
競
争
入
札
で
北
稜

測
地
設
計
㈱
が
落
札
、
七
飯
町

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
替
基
本

設
計
及
び
実
施
設
計
委
託
業
務

は
８
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札

で
㈱
サ
ン
設
計
事
務
所
が
落
札

し
、
そ
れ
ぞ
れ
委
託
契
約
書
を

締
結
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ

た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
基
本

設
計
に
係
る
基
本
条
件
の
確

認
・
整
理
が
終
了
し
た
後
に
、

そ
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
を

確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

４
．
平
成
25
年
11
月
21
日
に
第

12
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
要
求
に
基

づ
き
提
出
の
あ
っ
た
資
料
に
つ

い
て
の
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。

　

提
出
の
あ
っ
た
資
料
の
説
明

は
、
基
本
設
計
に
係
る
基
本
条

件
の
確
認
・
整
理
の
状
況
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

基
本
条
件
の
確
認
・
整
理

は
、
平
成
25
年
10
月
に
策
定
し

た
「
七
飯
町
立
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
整
備
計
画
」
に
沿
っ
た
基

本
設
計
と
す
る
た
め
に
、
基
本

条
件
の
確
認
を
行
い
な
が
ら
整

理
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
概
要

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
現
状

と
課
題
に
関
す
る
事
項

・
食
缶
は
、
温
食
用
、
冷
食

用
、
デ
ザ
ー
ト
用
等
全
て
角
型

食
缶
と
す
る
。

・
コ
ン
テ
ナ
数
は
、
28
台
で
設

計
す
る
。

・
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
配
送
計
画

で
あ
り
、
受
け
入
れ
先
で
あ
る

各
学
校
の
必
要
な
改
修
費
用
を

算
出
す
る
。

・
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
配
送
は
、

３
㌧
ロ
ン
グ
ト
ラ
ッ
ク
３
台
で

計
画
す
る
。

・
麺
類
の
調
理
・
出
荷
は
、
給

食
セ
ン
タ
ー
で
加
熱
後
、
保
温

食
缶
に
入
れ
配
送
す
る
。

②
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
の

基
本
理
念
、
基
本
の
コ
ン
セ
プ

ト
及
び
基
本
方
針
に
関
す
る
事

項・
検
収
で
の
荷
解
き
や
プ
ラ
ス

ケ
ッ
ト
な
ど
の
入
替
え
は
検
収

室
で
行
う
。

・
白
衣
、
エ
プ
ロ
ン
類
の
殺
菌

保
管
能
力
は
、
午
前
と
午
後
で

設
計
す
る
。

・
食
育
を
視
野
に
入
れ
た
、
食

材
の
地
産
地
消
を
推
進
で
き
る

計
画
と
す
る
。

・
施
設
の
構
造
は
、
鉄
骨
造
と

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
比
較

検
討
す
る
。

・
施
設
へ
の
出
入
り
口
を
広
め

に
１
か
所
と
し
、
切
土
・
盛
土

は
最
小
限
に
抑
制
し
、
外
構
は

コ
ス
ト
を
抑
え
た
計
画
と
す

る
。

・
敷
地
内
に
車
庫
を
設
置
し
な

い
で
、
搬
送
車
等
は
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
庇
部
分
に
駐
車
す

る
。

・
駐
車
場
は
、
職
員
用
・
管
理

用
・
来
客
用
と
し
て
20
台
を
確

保
す
る
。

・
高
圧
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
、
建

物
本
体
と
は
別
に
屋
外
型
を
設

置
す
る
。

・
給
水
施
設
は
、
減
圧
槽
手
前

の
200
Φ
よ
り
分
岐
し
、
防
火
設

備
は
、
敷
地
内
に
消
火
栓
を
設

置
す
る
。
な
お
、
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
は
、
機
械
の
容
量
等

と
の
調
整
を
図
り
設
置
し
な
い

方
向
と
す
る
。

・
自
家
発
電
設
備
は
、
設
置
す

る
方
向
で
検
討
す
る
。

③
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
に

お
け
る
施
設
内
容
の
基
本
的
な

考
え
方
に
関
す
る
事
項

・
食
器
の
ア
イ
テ
ム
数
は
、
ご

飯
茶
碗
、
汁
カ
ッ
プ
、
丸
皿

（
大
・
小
）、
カ
レ
ー
皿
、
ど
ん

ぶ
り
（
め
ん
）
と
す
る
。

・
２
階
は
、
会
議
室
・
調
理
員

休
憩
室
・
更
衣
室
・
ト
イ
レ
・

倉
庫
と
し
、
休
憩
室
・
ト
イ
レ

は
、
男
女
別
と
す
る
。

・
事
務
室
か
ら
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
用
と
し
て
、
調
理
現
場
に
カ

メ
ラ
を
設
置
す
る
。

・
１
階
に
車
椅
子
用
ト
イ
レ
を

設
置
し
、
２
階
へ
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
は
設
置
し
な
い
。

・
熱
源
は
、
ガ
ス
又
は
重
油
で

コ
ス
ト
の
比
較
検
討
を
行
う
。

・
調
理
残
渣
等
を
堆
肥
化
で
き

る
設
備
の
検
討
を
行
う
。

・
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
す

る
。

④
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
事

業
の
概
要
に
関
す
る
事
項

・
食
器
・
箸
・
ス
プ
ー
ン
等

は
、
毎
日
回
収
し
、
洗
浄
し
て

保
管
す
る
。

・
新
給
食
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成

27
年
４
月
運
用
開
始
を
予
定
す

る
。

　

以
上
の
説
明
の
後
、
委
員
か

ら
は
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ
っ

た
。

①
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設
置
し

な
い
理
由
は
何
か
。

②
空
調
関
係
の
設
備
は
、
ど
う

な
る
の
か
。

③
重
油
の
使
用
は
、
ボ
イ
ラ
ー

の
資
格
を
持
っ
た
人
の
配
置
が

必
要
だ
。
熱
源
対
策
と
し
て
、

太
陽
光
発
電
を
全
部
に
設
置
す

る
考
え
は
な
い
か
。

④
学
校
給
食
で
食
育
が
成
功
し

た
例
も
あ
る
が
、
七
飯
町
は
食

育
計
画
書
を
作
成
す
る
考
え
は

な
い
か
。

　

こ
れ
に
対
し
、
教
育
委
員
会

の
答
弁
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

①
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
を
設
置
し

て
い
る
給
食
セ
ン
タ
ー
は
な
い

が
、
消
防
法
等
を
考
慮
し
検
討

す
る
。

②
夏
冬
一
定
の
温
度
を
保
つ
た

め
の
空
調
設
備
を
考
え
て
い

る
。

③
重
油
を
使
用
し
て
も
ボ
イ

ラ
ー
の
資
格
を
持
っ
た
人
の
配

置
が
必
要
の
な
い
方
向
で
考
え

て
い
る
。
太
陽
光
発
電
は
蓄
電

装
置
を
設
置
す
る
と
コ
ス
ト
面

で
高
く
な
る
が
、
売
電
も
含
め

た
収
支
を
考
慮
し
、
太
陽
光
発

電
を
全
部
に
設
置
す
る
か
検
討

す
る
。

④
整
備
計
画
で
は
、
食
育
の
推

進
を
第
一
に
掲
げ
て
お
り
、
地

元
の
野
菜
な
ど
を
使
用
し
た
地

産
地
消
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
新
給
食
セ
ン
タ
ー
の
供
用

開
始
ま
で
に
食
育
計
画
書
を
策

定
し
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
ほ
か
、
委
員
か
ら
は
当

委
員
会
の
調
査
活
動
に
つ
い

て
、
調
査
目
的
に
掲
げ
て
い
る

事
項
を
鋭
意
調
査
し
、
一
定
の

目
途
が
つ
い
た
時
点
で
区
切
り

を
つ
け
て
は
ど
う
か
と
の
意
見

が
あ
り
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
最
終
報
告
す
る
方
向
で

了
承
さ
れ
た
。

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
替

え
に
つ
い
て
は
、
進
捗
状
況
を

見
な
が
ら
随
時
調
査
す
る
こ
と

と
し
、
次
回
の
委
員
会
で
は
、

学
校
給
食
費
会
計
の
あ
り
方
や

学
校
給
食
費
等
に
つ
い
て
調
査

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

５
．
平
成
25
年
12
月
17
日
に
第

13
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
要
求
に
基

づ
き
提
出
の
あ
っ
た
資
料
に
つ

い
て
の
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。

　

提
出
の
あ
っ
た
資
料
は
、
以

前
の
委
員
会
で
の
検
討
事
項
、

学
校
給
食
費
会
計
の
あ
り
方
、

学
校
給
食
費
に
つ
い
て
教
育
委

員
会
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
以
前
の
委
員
会

で
の
検
討
事
項
は
、
学
校
給
食
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費
会
計
に
伴
い
、
一
時
借
入
が

で
き
る
補
正
予
算
を
七
飯
町
学

校
給
食
運
営
委
員
会
で
議
決
し

て
い
る
が
、
一
時
借
入
に
係
る

金
融
機
関
と
の
取
引
約
定
書
の

債
務
者
が
「
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
長
」
名
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
問
題
な
い
か
と
の
質
疑
に

対
し
て
、
教
育
委
員
会
は
調
査

し
た
い
と
の
こ
と
で
検
討
事
項

と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

教
育
委
員
会
の
調
査
の
結

果
、
学
校
給
食
費
会
計
に
係
る

口
座
名
義
人
が
従
来
か
ら
「
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
長
」
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
取
引
約
定
書

も
「
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
長
」

と
し
た
が
、
七
飯
町
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
規
則

で
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
会
長
の

命
を
受
け
、
会
の
事
務
を
掌
理

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
問
題
が
な
い
と
し
て
い
る

が
、
今
後
は
、
会
計
責
任
者
を

明
確
に
し
て
対
応
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　

次
に
、
平
成
24
年
度
学
校
給

食
費
会
計
は
、
歳
入
１
億
１
千

671
万
７
千
125
円
、
歳
出
が
１
億

２
千
20
万
８
千
839
円
で
差
し
引

き
349
万
１
千
714
円
の
赤
字
と

な
っ
て
い
る
。

　

赤
字
の
主
な
要
因
は
、
主
食

の
パ
ン
及
び
米
飯
購
入
費
、
牛

乳
購
入
費
が
増
加
し
て
い
る
も

の
の
、
副
食
材
料
費
が
減
額
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
23
年

度
と
比
較
し
て
赤
字
額
が
減
少

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
平
成
25
年
度
の
学
校

給
食
費
会
計
の
決
算
見
込
み

は
、
平
成
24
年
度
の
赤
字
分
を

含
め
て
も
黒
字
に
な
る
見
込
み

と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
要
因
は
、
給
食
費
納
入

率
の
向
上
に
併
せ
、
パ
ン
・
米

飯
購
入
費
、
牛
乳
購
入
費
、
副

食
材
料
費
が
減
額
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。

　

平
成
26
年
度
以
降
の
学
校
給

食
費
会
計
に
つ
い
て
は
、
平
成

26
年
度
か
ら
公
会
計
へ
の
移
行

を
考
え
て
い
た
が
、
私
会
計
運

営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
努

力
を
行
い
、
そ
の
後
に
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
平
成
26
年
度
以
降
の

学
校
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
平

成
９
年
度
か
ら
消
費
税
率
の
改

正
に
伴
う
見
直
し
か
ら
16
年
間

据
え
置
い
て
き
た
が
、
平
成
26

年
４
月
に
消
費
税
率
が
５
％
か

ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
併
せ
、
年
間
の
給
食
回
数

が
187
回
か
ら
191
回
に
増
や
す
こ

と
か
ら
、
平
成
26
年
度
か
ら
学

校
給
食
費
を
改
正
す
る
内
容
で

検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　

具
体
的
に
は
、
小
学
生
及
び

中
学
生
と
も
月
額
400
円
の
改

正
（
値
上
げ
）
を
検
討
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
委
員

か
ら
、
近
隣
自
治
体
の
動
向
を

踏
ま
え
て
検
討
す
る
よ
う
に
と

の
意
見
が
出
さ
れ
、
教
育
委
員

会
は
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
し

た
。

　

次
に
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
建
替
工
事
に
つ
い
て
は
、
建

設
予
定
地
の
測
量
委
託
業
務
が

完
了
し
、
測
量
の
結
果
、
購
入

予
定
面
積
は
４
千
999
．
96
平
方

㍍
と
確
定
し
た
こ
と
か
ら
、
今

後
は
、
土
地
所
有
者
と
用
地
購

入
の
交
渉
を
行
い
、
所
有
権
移

転
の
作
業
を
進
め
る
と
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
基
本
設
計
及
び
実
施

設
計
に
つ
い
て
は
、
委
託
業
者

と
町
担
当
課
が
逐
次
打
ち
合
わ

せ
を
行
っ
て
い
る
が
、
基
本
設

計
に
係
る
次
の
主
な
検
討
事
項

に
つ
い
て
、
協
議
を
進
め
る
と

し
て
い
る
。

　

建
替
予
定
地
の
配
置
計
画

は
、
出
入
口
を
１
か
所
と
し
、

用
地
の
切
り
下
げ
を
少
な
く
す

る
。

②
平
面
計
画
は
、
コ
ン
テ
ナ

プ
ー
ル
と
機
械
電
気
室
の
面
積

を
再
検
討
す
る
。

③
施
設
の
構
造
は
、
鉄
骨
造
で

計
画
す
る
。

④
給
排
水
設
備
の
熱
源
方
式

は
、
電
気
・
ガ
ス
と
Ａ
重
油
の

併
用
と
す
る
。

⑤
太
陽
光
発
電
は
、
10 

㌔
㍗
の

設
置
で
検
討
す
る
。

⑥
非
常
用
発
電
機
は
、
リ
ー
ス

方
式
と
す
る
。

⑦
厨
房
機
器
や
建
物
の
仕
様
等

に
つ
い
て
再
検
討
し
、
建
築
コ

ス
ト
の
削
減
を
検
討
す
る
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
学
校

給
食
費
会
計
及
び
学
校
給
食
費

に
つ
い
て
精
査
す
る
こ
と
を
確

認
し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

６
．
平
成
26
年
１
月
14
日
に
第

14
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
要
求
に
基

づ
き
提
出
の
あ
っ
た
資
料
に
つ

い
て
の
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
教
育
委
員
会
か

ら
は
、
前
回
提
出
し
た
資
料
の

差
し
替
え
を
求
め
る
と
と
も

に
、
新
た
に
提
出
を
さ
れ
た
資

料
の
説
明
を
受
け
た
。

　

学
校
給
食
費
会
計
で
は
、
平

成
25
年
度
の
決
算
見
込
み
に
つ

い
て
、
歳
入
１
億
１
千
78
万
６

千
円
、
歳
出
１
億
１
千
48
万
４

千
円
、
差
し
引
き
30
万
２
千
円

の
黒
字
に
な
る
見
込
み
で
あ

る
。

　

ま
た
、
平
成
25
年
度
決
算
見

込
み
に
お
け
る
副
食
材
料
費
に

つ
い
て
は
、
平
成
24
年
度
と
比

較
す
る
と
調
理
品
魚
介
類
（
半

調
理
品
）、
食
材
（
冷
凍
食
品

を
含
む
）、
デ
ザ
ー
ト
他
な
ど

が
数
量
・
金
額
と
も
減
少
す
る

見
込
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
総

体
的
な
歳
出
の
縮
減
が
図
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
平
成
26
年
度
以
降
の

学
校
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
前

回
の
委
員
会
で
小
学
生
・
中
学

生
と
も
400
円
値
上
げ
を
検
討
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
近
隣
自
治
体
と
の
比
較
や

平
成
25
年
度
に
お
け
る
給
食
費

会
計
の
見
込
み
も
含
め
て
再
検

討
し
た
結
果
、
消
費
税
率
が

５
％
か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
と
給
食
回
数
が
187
回

か
ら
191
回
に
増
え
る
分
の
値
上

げ
に
留
め
、
小
学
生
は
月
250
円

（
７
．
46
％
）
値
上
げ
の
３
千

600
円
、中
学
生
は
月
330
円
（
７
．

86
％
）
値
上
げ
の
４
千
530
円
に

し
た
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い

る
。

　

な
お
、
値
上
げ
後
の
給
食
費

に
つ
い
て
は
、
北
斗
市
と
同
額

で
あ
り
、
今
後
、
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
運
営
委
員
会
に
諮
り
、

運
営
委
員
会
の
決
定
後
に
保
護

者
へ
説
明
し
、
理
解
を
得
た
い

と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
建
替
に
関
し
て
教
育
長
よ

り
、
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
替
に

係
る
財
源
に
つ
い
て
、
既
定
の

国
庫
補
助
金
（
交
付
金
）
約
６

千
万
円
の
残
額
は
、
全
額
起
債

対
象
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
前
倒
し
で
平
成
26
年

第
１
回
定
例
会
に
補
正
予
算
を

計
上
し
た
い
旨
の
情
報
提
供
が

あ
っ
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
替
に
係
る

財
源
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
と

と
も
に
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
提
出
す
る
最
終
報
告
の

素
案
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と

を
確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉
会

し
た
。

７
．
平
成
26
年
２
月
18
日
に
第

15
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

教
育
長
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

長
の
出
席
を
求
め
、
提
出
の

あ
っ
た
資
料
に
つ
い
て
の
聴
取

調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成

26
年
第
１
回
定
例
会
に
提
出
す

る
最
終
報
告
案
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

　

は
じ
め
に
、
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
建
替
工
事
の
基
本
設
計
及
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び
実
施
設
計
に
係
る
進
捗
状
況

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
築
面
積
は

１
千
374
．
24
平
方
㍍
（
１
階
：

１
千
224
．
30
平
方
㍍
、
２
階
：

149
．
94
平
方
㍍
）
と
な
り
、
配

置
等
を
工
夫
し
、
当
初
計
画
よ

り
約
230
平
方
㍍
縮
減
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

建
替
事
業
費
は
、
総
額
で
14
億

７
千
690
万
９
千
円
で
あ
り
、
う

ち
施
設
建
設
費
（
建
設
工
事
、

電
気
設
備
工
事
、
機
械
設
備
工

事
、
厨
房
機
器
工
事
費
、
工
事

監
理
、
外
構
工
事
）
は
13
億
４

千
490
万
３
千
円
、
そ
の
他
の
事

業
費
（
用
地
確
定
測
量
、
基
本

設
計
及
び
実
施
設
計
、
用
地
購

入
、
備
品
購
入
、
解
体
工
事
）

は
１
億
３
千
200
万
６
千
円
と

な
っ
て
い
る
。

　

施
設
建
設
費
は
、
平
成
26
年

第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
前
倒

し
で
平
成
25
年
度
分
の
補
正
予

算
と
し
て
計
上
し
、
平
成
26
年

度
に
繰
越
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の

財
源
内
訳
は
、
国
庫
支
出
金
７

千
158
万
８
千
円
、
起
債
12
億
７

千
万
円
、
一
般
財
源
１
億
３
千

532
万
１
千
円
と
な
っ
て
お
り
、

起
債
の
う
ち
補
助
対
象
分
１
億

１
千
480
万
円
の
２
分
の
１
の
５

千
740
万
円
が
後
年
度
に
交
付
税

算
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
通

常
ベ
ー
ス
と
比
較
す
る
と
補
助

金
で
510
万
２
千
円
、
地
方
交
付

税
算
入
さ
れ
る
金
額
で
４
千
830

万
円
が
増
加
す
る
た
め
、
５
千

340
万
２
千
円
の
町
負
担
が
軽
減

さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
前
倒
し
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
大
幅
な
町
負

担
の
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
な
い

と
し
て
、
財
政
当
局
と
充
分
協

議
す
る
よ
う
に
求
め
、
教
育
委

員
会
は
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
ま
で
に
起
債
償
還
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
策
定
す
る

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
提
出
す
る
最
終
報
告
の

ま
と
め
を
行
い
、
委
員
会
を
閉

会
し
た
。

８
．
ま
と
め

　

当
委
員
会
は
、
私
会
計
で
あ

る
七
飯
町
学
校
給
食
費
会
計
が

平
成
23
年
度
に
赤
字
と
な
り
、

七
飯
町
一
般
会
計
か
ら
補
助
す

る
こ
と
に
併
せ
て
平
成
24
年
度

も
赤
字
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
と

と
も
に
、
今
後
の
学
校
給
食
費

会
計
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査

を
す
る
た
め
設
置
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
当
委
員
会
の
調
査
中

に
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
改
築

の
件
が
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
当
委
員
会
の
調
査
事
項
に

追
加
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
学
校
給
食
費
会

計
の
平
成
23
年
度
及
び
平
成
24

年
度
分
の
赤
字
に
つ
い
て
は
、

赤
字
の
主
な
原
因
を
特
定
し
、

平
成
25
年
第
３
回
定
例
会
で
中

間
報
告
し
て
い
る
。

　

な
お
、
平
成
24
年
度
分
の
赤

字
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
度

に
お
い
て
解
消
さ
れ
る
見
込
み

と
な
っ
た
こ
と
は
、
給
食
費
未

納
額
の
縮
減
や
食
材
購
入
の
見

直
し
に
よ
る
も
の
で
評
価
で
き

る
が
、
今
後
と
も
健
全
な
学
校

給
食
費
会
計
の
運
営
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
学
校
給
食
費
会
計
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
の

私
会
計
か
ら
公
会
計
へ
の
移
行

に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
中

で
、
教
育
委
員
会
は
、
私
会

計
運
営
の
安
定
化
を
図
る
こ
と

が
先
決
と
し
て
、
平
成
26
年
度

か
ら
の
公
会
計
へ
の
移
行
を
見

送
っ
た
こ
と
は
尊
重
す
る
と
と

も
に
、
今
後
と
も
理
事
者
側
に

お
い
て
検
討
を
続
け
、
早
め
に

議
会
へ
の
情
報
提
供
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

　

次
に
、
学
校
給
食
費
に
つ
い

て
は
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
消

費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
や
年
間
給
食
回
数
が
増
え
る

こ
と
に
伴
い
、
学
校
給
食
費
の

値
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
が
、

近
隣
自
治
体
の
動
向
を
踏
ま
え

る
と
と
も
に
、
保
護
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
に
も
値
上
げ

幅
の
圧
縮
を
図
っ
た
う
え
で
、

保
護
者
へ
の
十
分
な
説
明
と
理

解
を
求
め
る
こ
と
を
望
む
も
の

で
あ
る
。

　

次
に
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
建
替
え
に
つ
い
て
は
、
本
年

１
月
に
他
市
の
学
校
給
食
に
お

い
て
集
団
食
中
毒
が
発
生
し
て

い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
七

飯
町
の
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

建
替
え
は
、
早
期
に
着
手
・
完

成
し
、
供
用
開
始
す
る
こ
と
は

重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
平
成
27
年
度
供
用

開
始
を
目
指
し
て
、
新
し
い
建

設
場
所
が
決
定
し
、
実
施
設
計

の
段
階
で
あ
る
が
、
将
来
的
な

負
担
軽
減
と
効
率
的
な
作
業
能

率
を
考
慮
し
た
配
置
計
画
が
望

ま
れ
て
い
る
中
で
、
建
替
事
業

の
財
源
に
つ
い
て
、
国
の
交
付

金
事
業
の
対
象
と
な
り
、
平
成

26
年
第
１
回
定
例
会
に
お
い
て

前
倒
し
で
事
業
費
の
補
正
予
算

が
計
上
さ
れ
る
見
込
み
と
な

り
、
早
期
着
手
・
完
了
を
望
む

も
の
の
町
負
担
の
大
幅
な
縮
減

が
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
後
年
次
の
負
担
が
大
き
く

な
る
た
め
、
他
の
大
規
模
事
業

も
含
め
た
中
長
期
的
な
財
政
計

画
を
早
期
に
策
定
し
、
健
全
な

財
政
運
営
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
が
、
今
ま
で
当
委
員
会

が
調
査
し
た
事
項
で
あ
り
、
学

校
給
食
費
会
計
の
赤
字
問
題
を

端
に
発
し
た
学
校
給
食
事
業
の

調
査
は
、
学
校
給
食
費
会
計
の

赤
字
の
原
因
を
特
定
し
た
こ
と

に
よ
り
学
校
給
食
費
会
計
の
改

善
が
図
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に

伴
い
、
学
校
給
食
費
会
計
が
当

面
、
現
状
の
私
会
計
で
運
営
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
替
事

業
に
着
手
す
る
目
途
が
つ
い
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
当
委
員
会

の
活
動
を
終
了
す
る
も
の
と
す

る
。

　

七
飯
町
議
会
の
改
革
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書　

（
中
間
報
告
書
）　

委
員
長　

林　
　

秀　

樹

　

平
成
23
年
６
月
20
日
第
２
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
当

特
別
委
員
会
が
、
平
成
24
年
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告

を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告

す
る
。

１
．
平
成
25
年
２
月
14
日
に
第

15
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

今
後
の
検
討
事
項
及
び
資
料
と

し
て
提
出
の
あ
っ
た
渡
島
管
内

の
状
況
、
道
内
類
似
団
体
及
び

道
外
類
似
団
体
の
議
員
報
酬
及

び
議
員
定
数
等
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

　

今
後
の
検
討
事
項
は
、
平
成

24
年
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て

長
期
欠
席
議
員
の
議
員
報
酬
に

係
る
減
額
規
定
に
つ
い
て
条
例

改
正
を
議
決
し
た
こ
と
か
ら
、

今
後
、
議
員
報
酬
、
議
員
定

数
、
通
年
議
会
、
議
会
基
本
条

例
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

議
員
報
酬
及
び
議
員
定
数
に

つ
い
て
は
、
委
員
よ
り
要
求
の

あ
っ
た
渡
島
管
内
の
状
況
、
道



七飯町　議会だより 32

内
類
似
団
体
の
状
況
、
道
外
類

似
団
体
の
状
況
に
つ
い
て
資
料

の
説
明
が
事
務
局
よ
り
あ
っ

た
。

　

委
員
か
ら
は
、
平
成
26
年
７

月
に
執
行
さ
れ
る
農
業
委
員
の

選
挙
に
併
せ
て
、
議
会
推
薦
の

農
業
委
員
も
変
わ
る
こ
と
か

ら
、
農
業
委
員
会
会
長
の
出
席

を
求
め
て
、
農
業
委
員
会
の
現

状
と
意
向
を
聴
取
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
の
意
見
が
あ
り
、
次

の
委
員
会
で
農
業
委
員
会
会
長

及
び
農
業
委
員
会
事
務
局
長
の

出
席
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て

は
、
委
員
か
ら
道
内
で
制
定
し

て
い
る
自
治
体
の
条
文
を
比
較

し
た
い
と
の
要
求
が
あ
り
、
次

回
の
委
員
会
で
提
出
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

ま
た
、
地
方
自
治
法
の
改
正

に
伴
い
、
市
町
村
の
基
本
構
想

が
議
会
の
議
決
案
件
で
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
総
合
計
画

を
含
め
た
各
種
計
画
に
つ
い

て
、
議
決
事
項
と
す
る
か
ど
う

か
を
検
討
事
項
に
加
え
る
こ
と

と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
先
に

決
定
し
た
農
業
委
員
会
会
長
及

び
農
業
委
員
会
事
務
局
長
の
出

席
を
求
め
る
こ
と
及
び
要
求
の

あ
っ
た
資
料
の
提
出
に
基
づ
い

て
協
議
す
る
こ
と
を
確
認
し

て
、
委
員
会
を
閉
会
し
た
。

２
．
平
成
25
年
６
月
18
日
に

第
16
回
目
の
委
員
会
を
開
催

し
、
農
業
委
員
会
会
長
及
び
農

業
委
員
会
事
務
局
長
の
出
席
を

求
め
て
聴
取
調
査
を
行
う
と
と

も
に
、
要
求
に
基
づ
き
提
出
の

あ
っ
た
資
料
に
つ
い
て
協
議
し

た
。

　

初
め
に
、
農
業
委
員
会
会
長

及
び
農
業
委
員
会
事
務
局
長
へ

の
聴
取
調
査
は
、
農
業
委
員
会

か
ら
提
出
の
あ
っ
た
資
料
の
説

明
を
受
け
た
。

　

農
業
委
員
会
は
、
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

き
、
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い

る
行
政
委
員
会
で
あ
り
、
農
地

法
に
基
づ
く
農
地
等
の
利
用
関

係
の
調
整
、
自
作
農
の
創
設
維

持
を
は
じ
め
農
業
振
興
上
の
各

般
に
わ
た
る
問
題
を
総
合
的
に

解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

農
業
及
び
農
家
の
一
般
利
益
を

代
表
す
る
機
関
で
あ
る
。

　

農
業
委
員
は
、
農
業
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、

選
挙
に
よ
る
委
員
と
選
任
に
よ

る
委
員
で
あ
り
、
選
任
に
よ
る

委
員
は
、
農
業
協
同
組
合
、
農

業
共
済
組
合
及
び
土
地
改
良
区

が
推
薦
し
た
者
と
議
会
が
推
薦

し
た
者
で
、
七
飯
町
の
場
合
は

七
飯
町
農
業
委
員
会
の
選
任
に

よ
る
委
員
の
議
会
推
薦
委
員
に

関
す
る
定
数
条
例
の
規
定
に
よ

り
、
１
人
を
推
薦
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　

七
飯
町
農
業
委
員
の
男
女
別

の
構
成
は
、
16
人
の
す
べ
て
が

男
性
の
委
員
で
あ
り
、
女
性
の

委
員
は
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

渡
島
管
内
農
業
委
員
会
の
女

性
の
農
業
委
員
は
、
136
人
中
９

人
の
６
．
６
％
が
女
性
の
委
員

で
あ
り
、
う
ち
選
任
に
よ
る

委
員
は
、
37
人
中
８
人
で
21
．

６
％
を
占
め
て
い
る
。

　

全
国
農
業
会
議
所
の
第
22
回

農
業
委
員
統
一
選
挙
対
策
推
進

要
領
で
は
、
国
の
男
女
共
同
参

画
基
本
計
画
（
第
２
次
）
に
お

い
て
、
２
０
２
０
年
ま
で
に
指

導
的
地
位
に
あ
る
女
性
の
占
め

る
割
合
が
少
な
く
と
も
30
％
程

度
に
な
る
よ
う
に
期
待
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
女
性
農
業
委
員

が
一
人
も
登
用
さ
れ
て
い
な
い

農
業
委
員
会
の
解
消
、
一
農
業

委
員
会
あ
た
り
複
数
の
選
出
を

目
標
に
運
動
を
推
進
し
、
選
任

に
よ
る
委
員
に
つ
い
て
も
、
市

町
村
議
会
が
女
性
を
推
進
す
る

よ
う
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
に

取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
農
業
委
員
会
会

長
は
、
七
飯
町
に
女
性
農
業
委

員
が
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、

議
会
推
薦
の
委
員
は
女
性
と
す

る
よ
う
要
望
し
て
お
り
、
議
会

と
し
て
も
、
推
薦
す
る
に
あ
た

り
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

次
に
、
七
飯
町
に
お
け
る
議

員
報
酬
・
期
末
手
当
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
議
員
報
酬
・
期
末

手
当
の
推
移
の
ほ
か
、
町
長
給

料
・
期
末
手
当
と
の
比
較
、
一

般
職
の
期
末
勤
勉
手
当
と
の
比

較
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
議
会
基
本
条
例
に
つ

い
て
は
、
道
内
で
制
定
し
て
い

る
自
治
体
の
構
成
及
び
本
文
を

比
較
し
た
資
料
に
基
づ
き
説
明

が
あ
り
、
委
員
か
ら
は
、
七
飯

町
議
会
で
議
会
基
本
条
例
を
制

定
す
る
場
合
に
、
既
に
施
行
し

て
い
る
七
飯
町
議
会
議
員
政
治

倫
理
条
例
を
含
め
る
こ
と
は
可

能
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
含
め

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
慎

重
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
に
、
議
決
事
件
の
拡
大
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
の
改

正
に
よ
り
、
市
町
村
総
合
計
画

に
含
ま
れ
る
基
本
構
想
が
議
会

の
議
決
案
件
で
な
く
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
議
決
案
件
と
す
る
か

ど
う
か
の
判
断
を
議
会
が
す
る

こ
と
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

他
自
治
体
の
状
況
に
つ
い
て
、

説
明
が
あ
っ
た
。

　

議
決
事
件
の
拡
大
は
、
前
述

の
議
会
基
本
条
例
に
含
ま
れ
て

い
る
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
議

会
基
本
条
例
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
議
決
事
件
の
拡
大
に
関

す
る
条
例
を
制
定
し
て
い
る
自

治
体
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
七
飯

町
議
会
と
し
て
も
検
討
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
第
４
次
七
飯
町
総
合

計
画
の
計
画
期
間
は
、
平
成
18

年
度
か
ら
平
成
27
年
度
ま
で
の

10
カ
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
条

例
制
定
す
る
場
合
は
、
遅
く
て

と
も
平
成
25
年
度
中
に
制
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

る
。

　

次
に
、
議
会
中
継
に
つ
い

て
、
議
会
中
継
（
ラ
イ
ブ
中

継
、
録
画
配
信
）
別
に
概
算
額

及
び
主
な
資
機
材
に
つ
い
て
説

明
が
あ
っ
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
要
求

し
た
資
料
に
基
づ
き
説
明
の

あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
協
議
す

る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員
会

を
閉
会
し
た
。

３
．
平
成
25
年
10
月
３
日
に
第

17
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
会
推
薦
の
農
業
委
員
の
選
任

方
法
及
び
今
後
の
検
討
事
項
に

係
る
協
議
を
行
っ
た
。

　

議
会
推
薦
の
農
業
委
員
に
つ

い
て
は
、
前
回
の
委
員
会
で
農

業
委
員
会
会
長
等
へ
の
聴
取
結

果
を
も
と
に
協
議
を
行
い
、
渡

島
管
内
の
議
会
推
薦
の
状
況
、

全
国
農
業
会
議
所
で
の
取
組
状

況
を
踏
ま
え
て
、
次
期
改
選

期
（
平
成
26
年
７
月
）
に
は
女

性
を
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。

　

な
お
、
議
会
推
薦
の
農
業
委

員
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
農

業
政
策
に
精
通
し
て
い
る
農
業

委
員
会
か
ら
推
薦
し
て
も
ら
う

こ
と
を
確
認
し
た
。

　

今
後
の
検
討
事
項
に
つ
い
て

は
、
議
員
定
数
、
議
員
報
酬
、

議
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に

よ
る
配
信
、
通
年
議
会
、
議
会

基
本
条
例
、
議
会
報
告
会
、
議

決
事
件
の
拡
大
を
検
討
事
項
と

し
て
い
る
が
、
次
回
の
委
員
会

で
は
、
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
も
と
に
協
議
す
る
こ
と
を

確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

４
．
平
成
25
年
11
月
８
日
に
第

18
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

今
後
の
検
討
事
項
に
係
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
協
議
し

た
。

　

当
委
員
会
に
お
け
る
検
討
事

項
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
を
目
途
と
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
資
料
に
基
づ
き
、
議

員
定
数
、
議
員
報
酬
、
議
決
事

件
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
の
理
由

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

議
員
定
数
は
、
次
期
改
選
期

が
平
成
27
年
４
月
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
町
民
へ
の
周
知
等
を
考

慮
し
て
１
年
以
上
前
に
結
論
を

出
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

議
員
報
酬
は
、
議
員
定
数
を

セ
ッ
ト
で
協
議
す
る
か
の
検
討

は
必
要
で
あ
る
が
、
七
飯
町
特

別
職
報
酬
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
議
員
報
酬
の
改
正
と
な
る

こ
と
か
ら
、
平
成
26
年
第
１
回

定
例
会
ま
で
に
結
論
を
出
す
こ

と
が
望
ま
し
い
。

　

議
決
事
件
の
拡
大
に
つ
い
て

は
、
総
合
計
画
の
基
本
構
想
が

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
議

会
の
議
決
事
件
と
な
ら
な
く
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な
っ
た
た
め
、
議
会
と
し
て
議

決
事
件
の
拡
大
の
必
要
性
を
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
必
要

と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
第
４

次
七
飯
町
総
合
計
画
の
計
画
期

間
が
平
成
27
年
度
ま
で
と
な
っ

て
お
り
、
次
期
総
合
計
画
の
策

定
作
業
が
平
成
26
年
度
か
ら
始

ま
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
26
年
第
１
回
定
例
会

ま
で
に
条
例
化
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

　

な
お
、
議
会
基
本
条
例
を
制

定
し
て
い
る
議
会
に
あ
っ
て

は
、
議
会
基
本
条
例
の
中
に
議

決
事
件
の
拡
大
を
規
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

次
に
、
特
に
期
限
を
定
め
な

い
事
項
は
、
議
会
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
配
信
、
通
年

議
会
、
議
会
基
本
条
例
、
議
会

報
告
会
と
し
て
い
る
が
、
実
施

の
可
否
に
つ
い
て
は
、
出
来
る

だ
け
早
い
時
期
が
望
ま
し
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
委
員
か
ら

は
、
議
員
定
数
と
議
会
基
本
条

例
に
つ
い
て
は
、
同
時
進
行
で

平
成
26
年
第
１
回
定
例
会
ま
で

に
精
力
的
に
調
査
を
進
め
た
方

が
よ
い
と
の
意
見
と
と
も
に
、

議
決
事
件
の
拡
大
は
議
会
基
本

条
例
に
含
め
て
協
議
す
る
こ
と

と
し
、
次
回
の
委
員
会
以
降
、

精
力
的
に
協
議
す
る
こ
と
と
し

た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
平
成

19
年
の
選
挙
の
時
に
定
員
を
24

名
か
ら
18
名
に
削
減
し
た
経
過

と
、
北
海
道
議
会
基
本
条
例
と

七
飯
町
の
関
係
条
例
を
比
較
し

た
資
料
に
基
づ
き
協
議
す
る
こ

と
を
確
認
し
て
、
委
員
会
を
閉

会
し
た
。

５
．
平
成
25
年
12
月
５
日
に
第

19
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
員
定
数
及
び
議
会
基
本
条
例

等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　

議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
平

成
17
年
第
１
回
定
例
会
で
報
告

さ
れ
た
「
七
飯
町
議
会
の
改
革

に
関
す
る
特
別
委
員
会
報
告

書
」
に
基
づ
き
、
24
名
か
ら

18
名
に
議
員
定
数
を
削
減
し
た

経
過
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ

た
。

　

ま
た
、
渡
島
管
内
、
北
海
道

内
類
似
団
体
（
人
口
２
万
人

以
上
）、
北
海
道
外
類
似
団
体

（
人
口
２
万
９
千
人
前
後
）
の

議
員
定
数
・
議
員
報
酬
に
つ
い

て
の
説
明
が
あ
り
、
今
後
は
、

当
委
員
会
で
十
分
協
議
し
て
方

向
性
を
示
す
こ
と
と
し
た
。

　

次
に
、
議
会
基
本
条
例
に
つ

い
て
は
、
北
海
道
議
会
基
本
条

例
と
七
飯
町
議
会
関
係
条
例
と

の
比
較
表
、
北
海
道
議
会
基
本

条
例
と
道
内
他
自
治
体
の
議
会

基
本
条
例
と
の
比
較
表
と
と
も

に
、
平
成
25
年
９
月
に
制
定
し

た
「
八
雲
町
議
会
基
本
条
例
」

に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　

議
会
基
本
条
例
は
、
制
定
す

る
方
向
で
進
め
る
と
と
も
に
七

飯
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例

を
網
羅
し
た
も
の
と
し
、
併
せ

て
、
身
分
等
報
告
及
び
税
等
納

付
状
況
報
告
に
つ
い
て
は
、
別

規
程
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
、
議
会
基
本
条

例
の
た
た
き
台
を
作
成
し
、
そ

れ
を
も
と
に
協
議
し
た
方
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が

あ
り
、
次
回
の
委
員
会
で
議
会

基
本
条
例
の
素
案
を
示
す
こ
と

と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
は
、
議
会
基

本
条
例
の
素
案
に
基
づ
き
、
協

議
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委

員
会
を
閉
会
し
た
。

６
．
平
成
26
年
１
月
９
日
に
第

20
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
会
基
本
条
例
等
に
つ
い
て
協

議
し
た
。

　

議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て

は
、
他
自
治
体
の
議
会
基
本
条

例
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
七

飯
町
議
会
基
本
条
例
案
を
も
と

に
協
議
し
た
。

　

議
会
基
本
条
例
案
の
構
成

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

前
文

第
１
章　

総
則
（
第
１
条
〜
第

２
条
）

第
２
章　

議
会
・
議
員
の
活
動

原
則
（
第
３
条
〜
第
４
条
）

第
３
章　

町
民
と
議
会
の
関
係

（
第
５
条
）

第
４
章　

町
長
と
議
会
の
関
係

（
第
６
条
〜
第
９
条
）

第
５
章　

自
由
討
議
の
拡
大

（
第
10
条
）

第
６
章　

議
会
改
革
の
推
進

（
第
11
条
〜
第
12
条
）

第
７
章　

議
会
・
議
会
事
務
局

の
体
制
整
備
（
第
13
条
〜
第
18

条
）

第
８
章　

議
員
の
身
分
・
待

遇
、
政
治
倫
理
（
第
19
条
〜
第

21
条
）

第
９
章　

最
高
規
範
性
及
び
見

直
し
手
続
き
（
第
22
条
〜
第
23

条
）

　

条
例
案
の
構
成
も
含
め
た
本

則
に
つ
い
て
は
、
各
会
派
な
ど

に
持
ち
帰
り
、
次
の
委
員
会
で

細
部
に
わ
た
り
協
議
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

な
お
、
議
会
基
本
条
例
の
制

定
に
伴
う
関
連
条
例
等
の
制

定
・
改
正
案
に
つ
い
て
も
示
さ

れ
、
議
会
基
本
条
例
案
と
同
様

に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
今
回

示
し
た
議
会
基
本
条
例
案
等
を

各
会
派
な
ど
で
協
議
し
た
も
の

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
を
確
認
し

て
、
委
員
会
を
閉
会
し
た
。

７
．
平
成
26
年
１
月
24
日
に
第

21
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
会
基
本
条
例
等
に
つ
い
て
協

議
し
た
。

　

前
回
示
し
た
議
会
基
本
条
例

案
等
の
各
会
派
な
ど
の
協
議
結

果
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
報
告

の
あ
っ
た
見
直
し
案
を
改
正
案

比
較
表
と
し
て
示
し
、
委
員
会

で
発
言
の
あ
っ
た
見
直
し
案
に

つ
い
て
は
、
１
月
末
ま
で
に
文

書
に
よ
り
提
出
し
、
次
回
の
委

員
会
で
ま
と
め
て
協
議
す
る
こ

と
と
し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
議
会

基
本
条
例
案
等
の
各
会
派
な
ど

の
見
直
し
案
を
も
と
に
協
議
す

る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員
会

を
閉
会
し
た
。

８
．
平
成
26
年
２
月
10
日
に
第

22
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
会
基
本
条
例
案
等
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

　

初
め
に
、
各
会
派
な
ど
か
ら

提
出
さ
れ
た
見
直
し
案
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

　

各
会
派
な
ど
か
ら
は
、
前

文
、
目
的
、
町
民
参
加
及
び
町

民
と
の
連
携
、
自
由
討
議
に
よ

る
合
意
形
成
、
政
策
会
議
の
設

置
、
議
員
の
政
治
倫
理
に
つ
い

て
、
追
加
・
削
除
・
文
言
の
整

理
な
ど
の
見
直
し
案
が
提
出
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
議
論
の
も
と
最

終
案
の
ま
と
め
を
行
っ
た
。

　

次
に
、
議
会
基
本
条
例
の
制

定
に
伴
う
七
飯
町
議
会
会
議
規

則
の
一
部
改
正
、
七
飯
町
議
会

議
員
政
治
倫
理
条
例
及
び
施
行

規
程
の
廃
止
、
七
飯
町
議
会
議

員
身
分
等
報
告
及
び
町
税
等
納

付
状
況
報
告
に
関
す
る
規
程
の

制
定
に
つ
い
て
、
承
認
さ
れ

た
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
議
会

基
本
条
例
の
最
終
案
を
示
す
と

と
も
に
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
提
出
す
る
中
間
報
告
書

の
ま
と
め
を
行
う
こ
と
を
確
認

し
て
、
委
員
会
を
閉
会
し
た
。

９
．
平
成
26
年
２
月
24
日
に
第

23
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

議
会
基
本
条
例
の
最
終
案
に
つ

い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
平

成
26
年
第
１
回
定
例
会
に
提
出

す
る
中
間
報
告
書
の
ま
と
め
を

行
っ
た
。

　

初
め
に
、
前
回
の
委
員
会
で

見
直
し
し
た
七
飯
町
議
会
基
本

条
例
の
最
終
案
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
議
会
基
本
条
例
の
制

定
、
七
飯
町
議
会
会
議
規
則
の

一
部
改
正
、
七
飯
町
議
会
議
員

政
治
倫
理
条
例
及
び
施
行
規
程

の
廃
止
、
七
飯
町
議
会
議
員
身

分
等
報
告
及
び
町
税
等
納
付
状

況
報
告
に
関
す
る
規
程
の
制
定

の
施
行
期
日
を
平
成
26
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
が
承

認
さ
れ
た
。

　

次
に
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
提
出
す
る
発
議
案
に
つ

い
て
は
、
委
員
会
名
で
提
出
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

次
に
、
中
間
報
告
書
の
ま
と
め

を
行
う
と
と
も
に
、
次
回
以
降

は
、
議
員
定
数
、
議
員
報
酬
等

の
検
討
事
項
に
つ
い
て
協
議
す

る
こ
と
を
確
認
し
、
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

10
．
ま
と
め
（
中
間
）

　

以
上
が
平
成
24
年
第
４
回
定
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例
会
で
中
間
報
告
し
た
以
降
の

報
告
で
あ
り
、
主
に
農
業
委
員

議
会
推
薦
、
議
会
基
本
条
例
に

つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。

　

農
業
委
員
の
議
会
推
薦
に
つ

い
て
は
、
全
国
農
業
会
議
所
に

お
い
て
平
成
26
年
７
月
に
執
行

さ
れ
る
農
業
委
員
の
選
挙
に
合

わ
せ
、
女
性
の
農
業
委
員
が
占

め
る
割
合
や
女
性
農
業
委
員
の

い
な
い
農
業
委
員
会
の
解
消
な

ど
を
方
針
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
七
飯
町
に
お
い
て
も
議
会

推
薦
の
農
業
委
員
を
女
性
と
す

る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　

次
に
、
議
会
基
本
条
例
は
、

地
方
自
治
に
基
づ
く
地
方
議
会

運
営
の
基
本
原
則
を
定
め
た
条

例
で
あ
り
、
議
会
に
お
け
る
最

高
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ

て
お
り
、
全
国
の
都
道
府
県
議

会
や
市
町
村
議
会
に
お
い
て
制

定
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
七
飯
町
議

会
に
お
い
て
も
議
会
基
本
条
例

の
意
義
等
を
踏
ま
え
て
協
議
を

進
め
た
結
果
、
七
飯
町
議
会
基

本
条
例
を
制
定
し
、
平
成
26
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。

議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
伴

い
、
町
長
と
と
も
に
町
民
か
ら

選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
で
構
成

す
る
議
会
は
、
合
議
制
の
機
関

で
あ
る
こ
と
の
特
性
を
活
か
し

て
、
町
民
の
福
祉
の
向
上
の
た

め
、
議
会
の
権
限
で
あ
る
監
視

機
能
及
び
立
法
機
能
を
果
た
す

こ
と
が
責
務
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
、
町
民
に
信
頼
さ
れ
る

議
員
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
課
し
て

い
る
。

　

な
お
、
議
会
基
本
条
例
の
施

行
と
と
も
に
関
係
条
例
等
の
廃

止
・
一
部
改
正
を
行
っ
て
い

る
。

　

今
後
の
委
員
会
活
動
は
、
議

員
定
数
、
議
員
報
酬
な
ど
に
つ

い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
議
員

と
し
て
の
資
質
向
上
に
努
め
、

町
民
の
福
祉
の
向
上
及
び
町
政

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
念

頭
に
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
と

し
て
、
中
間
報
告
と
す
る
。

　

七
飯
町
議
会
防
災
・
災
害
対
策
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書　

（
中
間
報
告
書
）　

委
員
長　

長
谷
川　

生　

人

　

平
成
25
年
３
月
22
日
第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
当

特
別
委
員
会
が
、
平
成
25
年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
中
間
報
告

を
し
た
以
後
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告

す
る
。

１
．
平
成
25
年
10
月
29
日
に
第

８
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

土
木
課
長
及
び
土
木
課
参
事
の

出
席
を
求
め
、
提
出
の
あ
っ
た

資
料
の
説
明
を
受
け
る
と
と
も

に
北
海
道
等
へ
の
要
望
活
動
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
提
出
の
あ
っ
た

資
料
は
、
台
風
26
号
の
影
響
に

よ
り
、
10
月
26
日
に
湯
出
川
の

支
流
で
あ
る
武
佐
川
に
お
い
て

護
岸
な
ど
の
洗
掘
被
害
が
２
カ

所
発
生
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

た
。

　

被
害
は
、
い
ず
れ
も
石
積
護

岸
な
ど
の
裏
側
が
大
雨
に
よ
り

土
砂
が
流
さ
れ
て
い
る
状
況
で

あ
り
、
護
岸
が
倒
壊
す
る
危
険

性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
暫
定
的

な
応
急
措
置
を
行
う
た
め
、
11

月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
臨
時
会

で
補
正
予
算
を
計
上
し
た
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
格
的
な
補
修
は
、

湯
出
川
の
準
用
河
川
指
定
後
に

国
庫
補
助
事
業
に
よ
り
整
備
し

た
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　

次
に
、
北
海
道
等
へ
の
要
望

活
動
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の

調
査
活
動
を
踏
ま
え
て
、
要
望

先
を
北
海
道
開
発
局
及
び
北
海

道
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　

要
望
事
項
に
つ
い
て
は
、
北

海
道
開
発
局
に
対
し
て
は
、
町

が
湯
出
川
を
準
用
河
川
に
指
定

し
て
整
備
す
る
場
合
に
事
業
計

画
の
提
出
な
ど
が
必
要
な
こ
と

か
ら
「
湯
出
川
準
用
河
川
改
修

事
業
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
１

項
目
と
し
、
北
海
道
に
対
し
て

は
、「
二
級
河
川
久
根
別
川
広

域
河
川
改
修
事
業
の
整
備
促
進

に
つ
い
て
」、「
軍
川
通
常
砂
防

事
業
の
整
備
促
進
に
つ
い
て
」、

「
藤
城
川
通
常
砂
防
事
業
の
整

備
促
進
に
つ
い
て
」
の
３
項
目

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

要
望
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

要
望
先
と
日
程
調
整
し
た
結

果
、
11
月
28
日
・
29
日
と
し
、

出
先
機
関
で
あ
る
函
館
開
発
建

設
部
及
び
渡
島
総
合
振
興
局
に

対
し
て
も
、
事
前
に
要
望
活
動

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

２
．
平
成
25
年
11
月
13
日
に
渡

島
総
合
振
興
局
及
び
函
館
開
発

建
設
部
に
対
し
て
、
要
望
活
動

を
行
っ
た
。

　

要
望
活
動
は
、
正
副
委
員
長

及
び
町
長
が
そ
れ
ぞ
れ
渡
島
総

合
振
興
局
及
び
函
館
開
発
建
設

部
に
出
向
き
、
渡
島
総
合
振
興

局
に
対
し
て
は
、
二
級
河
川
久

根
別
川
広
域
河
川
改
修
事
業
、

軍
川
通
常
砂
防
事
業
、
藤
城
川

通
常
砂
防
事
業
の
整
備
促
進
に

つ
い
て
、
函
館
開
発
建
設
部
に

対
し
て
は
、
湯
出
川
と
国
道
５

号
の
交
差
部
の
横
断
管
改
良
に

つ
い
て
要
望
し
た
。

　

要
望
事
項
に
対
し
て
の
回
答

は
、
渡
島
総
合
振
興
局
に
つ
い

て
は
、
３
河
川
と
も
地
元
の
協

力
を
得
な
が
ら
事
業
を
推
進
し

た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
函
館

開
発
建
設
部
に
つ
い
て
は
、
湯

出
川
の
施
工
方
法
に
よ
っ
て
事

業
費
も
膨
ら
む
こ
と
や
Ｊ
Ｒ
函

館
本
線
と
の
横
断
管
も
併
せ
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

３
．
平
成
25
年
11
月
28
日
・
29

日
に
当
委
員
会
及
び
議
長
、
町

長
と
と
も
に
北
海
道
開
発
局
及

び
北
海
道
へ
の
要
望
活
動
を

行
っ
た
。

　

は
じ
め
に
、
北
海
道
開
発
局

に
対
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線

と
交
差
す
る
湯
出
川
の
横
断
管

が
狭
い
た
め
、
集
中
豪
雨
時
の

た
び
に
河
川
が
氾
濫
す
る
被
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

町
は
準
用
河
川
に
指
定
し
、
抜

本
的
な
改
良
を
す
る
た
め
交
付

金
の
交
付
に
つ
い
て
要
望
し
た
。

　

次
に
、
北
海
道
へ
の
要
望

は
、
二
級
河
川
久
根
別
川
広
域

河
川
改
修
事
業
の
整
備
促
進
、

軍
川
通
常
砂
防
事
業
の
整
備
促

進
、
藤
城
川
通
常
砂
防
事
業
の

整
備
促
進
に
つ
い
て
要
望
し
た
。

　

久
根
別
川
に
つ
い
て
は
、
峠

下
以
南
の
河
川
が
全
て
久
根
別

川
に
流
入
し
て
お
り
、
近
年
の

集
中
豪
雨
に
よ
り
久
根
別
川

水
系
で
た
び
た
び
河
川
氾
濫

の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る

広
域
河
川
改
修
事
業
の
整
備
促

進
・
早
期
完
成
に
つ
い
て
要
望

し
た
。

　

軍
川
、
藤
城
川
に
つ
い
て

も
、
集
中
豪
雨
時
に
た
び
た
び

河
川
氾
濫
の
被
害
が
発
生
し
、

通
常
砂
防
事
業
が
認
可
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
早
期
着
手
・

早
期
完
成
に
つ
い
て
要
望
し
た
。

　

要
望
の
結
果
、
北
海
道
開
発

局
に
つ
い
て
は
、
要
望
の
趣
旨

に
沿
っ
て
国
土
交
通
省
と
協
議

す
る
こ
と
、
北
海
道
に
つ
い
て

は
、
広
域
河
川
改
修
事
業
及
び

通
常
砂
防
事
業
の
推
進
に
積
極

的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
要
望
趣

旨
に
沿
っ
て
努
力
す
る
こ
と
の
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回
答
を
得
た
。

　
４
．
平
成
26
年
２
月
13
日
に
第

９
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

今
後
の
調
査
活
動
方
針
等
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
今
後
の
調
査
活

動
方
針
と
し
て
、
災
害
発
生
時

の
速
や
か
な
状
況
調
査
と
と
も

に
、
当
委
員
会
が
札
幌
要
望
し

た
久
根
別
川
・
軍
川
・
藤
城

川
・
湯
出
川
の
懸
案
事
項
に
係

る
進
捗
状
況
の
調
査
の
継
続
、

潜
在
的
に
災
害
が
発
生
し
や
す

い
河
川
の
調
査
及
び
状
況
に
応

じ
た
要
望
活
動
の
実
施
な
ど
に

つ
い
て
調
査
活
動
す
る
こ
と
と

し
た
。

　

次
回
の
委
員
会
は
、
平
成
25

年
11
月
に
実
施
し
た
函
館
要
望

及
び
札
幌
要
望
の
懸
案
事
項
に

係
る
そ
の
後
の
進
捗
状
況
に
つ

い
て
調
査
す
る
と
と
も
に
、
平

成
26
年
第
１
回
定
例
会
に
提
出

す
る
中
間
報
告
書
の
ま
と
め
を

行
う
こ
と
を
確
認
し
て
、
委
員

会
を
閉
会
し
た
。

５
．
平
成
26
年
２
月
26
日
に
第

10
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

当
委
員
会
が
平
成
25
年
11
月
に

実
施
し
た
函
館
要
望
及
び
札
幌

要
望
の
懸
案
事
項
に
係
る
進
捗

状
況
の
聴
取
調
査
及
び
平
成
26

年
第
１
回
定
例
会
に
提
出
す
る

中
間
報
告
書
の
ま
と
め
を
行
っ

た
。

　

は
じ
め
に
、
函
館
要
望
及
び

札
幌
要
望
に
係
る
懸
案
事
項
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

久
根
別
川
広
域
河
川
改
修
事

業
に
つ
い
て
は
、
改
修
延
長

15
．
２
㌔
㍍
、
事
業
内
容
は
堤

防
の
新
設
、
河
道
の
拡
幅
、
橋

梁
の
架
替
、
頭
首
工
の
改
築
な

ど
で
あ
り
、
改
修
規
模
は
、
50

年
確
率
（
計
画
）、
９
年
確
率

（
暫
定
）、
３
年
確
率
（
暫
々

定
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
25
年
度
は
藤
城
川
交
流

点
上
流
付
近
か
ら
藤
城
２
号
橋

付
近
間
の
暫
々
定
改
修
を
行

い
、
平
成
26
年
度
は
藤
城
２
号

橋
付
近
か
ら
久
根
別
川
３
号
橋

下
流
付
近
間
の
暫
々
定
改
修
を

予
定
し
て
い
る
が
、
将
来
計
画

は
50
年
確
率
と
な
っ
て
い
る
。

　

軍
川
通
常
砂
防
事
業
に
つ
い

て
は
、
遊
砂
地
２
基
、
渓
流
保

全
工
３
．
５
㌔
㍍
の
事
業
内
容

で
あ
り
、
平
成
25
年
度
は
１
号

遊
砂
地
の
工
事
に
着
手
し
て
お

り
、
平
成
26
年
度
は
１
号
遊
砂

地
の
工
事
と
と
も
に
渓
流
保
全

工
の
設
計
を
予
定
し
て
い
る
。

　

藤
城
川
通
常
砂
防
事
業
に
つ

い
て
は
、
渓
流
保
全
工
２
．
０

㌔
㍍
（
遊
砂
地
を
含
む
）
の
事

業
内
容
で
あ
り
、
平
成
25
年
度

は
遊
砂
地
の
設
計
を
行
い
、
平

成
26
年
度
は
砂
防
指
定
地
の
編

入
、
用
地
及
び
物
件
調
査
を
予

定
し
て
い
る
。

　

湯
出
川
準
用
河
川
改
修
事

業
に
つ
い
て
は
、
改
修
延
長

０
．
６
㌔
㍍
（
湯
出
川
０
．
１

㌔
㍍
、
武
佐
川
０
．
５
㌔
㍍
）、

事
業
内
容
は
河
道
拡
幅
、
遊
水

地
建
設
、
橋
梁
架
替
な
ど
で
あ

り
、
平
成
25
年
度
は
平
成
26
年

度
新
規
事
業
の
予
算
要
求
、
Ｊ

Ｒ
橋
架
替
の
た
め
Ｊ
Ｒ
北
海
道

と
の
協
議
を
行
い
、
平
成
26
年

度
は
Ｊ
Ｒ
橋
架
替
の
た
め
の
調

査
設
計
の
委
託
、
河
道
や
遊
水

地
の
調
査
設
計
を
予
定
し
て
い

る
。

　

国
道
５
号
と
湯
出
川
交
差
部

の
横
断
管
改
良
に
つ
い
て
は
、

函
館
開
発
建
設
部
に
お
い
て
、

横
断
管
改
良
を
検
討
す
る
た
め

の
地
質
調
査
等
を
平
成
25
年
度

に
実
施
し
、
平
成
26
年
度
以
降

は
Ｊ
Ｒ
交
差
部
と
の
横
断
管
改

良
に
つ
い
て
工
程
を
調
整
す
る

予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
各
河
川
に

お
け
る
事
業
は
、
要
望
趣
旨
に

沿
っ
て
進
展
し
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。

　

次
に
、
平
成
26
年
第
１
回
定

例
会
に
提
出
す
る
中
間
報
告
書

の
ま
と
め
を
行
い
、
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

６
．
ま
と
め

　

以
上
が
平
成
25
年
第
３
回
定

例
会
で
報
告
し
た
以
降
の
調
査

活
動
で
あ
る
。

　

七
飯
町
に
お
い
て
、
平
成
25

年
は
人
的
災
害
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
集
中
豪
雨
に
よ
り
た
び

た
び
河
川
の
氾
濫
、
道
路
の
決

壊
、
農
地
に
お
け
る
表
土
流
出

な
ど
の
被
害
が
発
生
し
て
い

る
。

　

こ
の
中
で
、
当
委
員
会
は
、

二
級
河
川
久
根
別
川
広
域
河
川

改
修
事
業
の
整
備
促
進
、
軍
川

及
び
藤
城
川
通
常
砂
防
事
業
の

整
備
促
進
を
北
海
道
に
要
望
す

る
と
と
も
に
、
湯
出
川
に
つ
い

て
は
、
準
用
河
川
の
指
定
に
伴

う
交
付
金
の
交
付
な
ど
を
北
海

道
開
発
局
に
、
国
道
５
号
の
横

断
管
改
良
に
つ
い
て
函
館
開
発

建
設
部
に
要
望
し
て
い
る
。

　

永
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
湯
出

川
の
氾
濫
対
策
に
つ
い
て
は
、

準
用
河
川
に
指
定
し
、
交
付
金

事
業
に
よ
り
Ｊ
Ｒ
函
館
本
線
の

横
断
管
改
良
に
着
手
の
見
通
し

が
つ
い
た
こ
と
は
、
評
価
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
し
っ
か
り
し

た
年
次
計
画
を
立
て
、
着
実
な

事
業
の
推
進
を
望
む

も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
軍
川
・
藤

城
川
の
通
常
砂
防
事

業
に
つ
い
て
も
、
北

海
道
は
、
地
元
や
関

係
団
体
の
協
力
を
得

な
が
ら
進
め
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
で
き

る
も
の
か
ら
着
手
す

る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。

　

以
上
が
、
今
ま
で

当
委
員
会
が
調
査
し

た
事
項
で
あ
り
、
七

飯
町
で
も
自
然
災
害

に
よ
る
被
害
が
た
び

た
び
発
生
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
今
後
は
、
懸
案

と
な
っ
て
い
る
軍

川
・
藤
城
川
の
通
常

砂
防
事
業
の
整
備
促

進
、
湯
出
川
の
国
道

５
号
・
Ｊ
Ｒ
函
館
本

線
の
横
断
管
の
改
良

に
向
け
て
の
要
望
活

動
や
災
害
が
発
生
し

た
時
の
速
や
か
な
現

地
調
査
な
ど
の
調
査

活
動
を
続
け
る
こ
と

と
し
て
、
中
間
報
告

と
す
る
。

3月６日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3月７日 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3月10日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3月11日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3月13日 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※判定　○=出席、×=欠席、△=遅参・早退・中座、公=公務、忌=忌引
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